
太
平
洋
問
題
調
査
会
の
軌
跡

 

―

そ
の
設
立
経
緯
、
目
的
、
組
織
を
中
心
と
し
て
―

片

桐

庸

夫

 
問
題
の
所
在

 
筆
者

の
太
平
洋
問
題
調

査
会

（T
h
e
I
n
stitu
te
o
f
P
a
cific
R
ela
tio
n
s
:
以
下

I
P
R
と
略
す
）
に
対
す
る
基
本
的
関
心
は
、
第

一
次
世
界
大
戦
後

の
自
由
主
義
、

国
際
主
義
、
平
和
主
義
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

（民
意
の
尊
重
）
と
い
っ
た
風
潮

の
高
揚
、

科
学
思
想
の
普
及
を
背
景
と
し
、
直
接
的

に
は
移
民
排
斥
問
題
、
中
国
に
お
け
る
排

外
主
義
運
動
の
激
化
と
い
っ
た
東
西
間
の
接
触
の
増
大
に
と
も
な
う
太
平
洋
地
域
の

軋
櫟
の
深
刻
化
を
要
因
と
し
て
、
自
由
主
義
的
で
国
際
主
義
的
な
有
識
者

の
努
力
に

よ
っ
て

一
九
二
五
年
に
ハ
ワ
イ
の
ホ
ノ
ル
ル
に
設
立
さ
れ
、

一
九
六

一
年
ま
で
活
動

を
続
け
た
民
間
の
調
査
研
究
団
体
の
軌
跡

を
振
返
る
こ
と
に
あ
る
。

 
そ
れ
を
通
じ
て
、
I
P
R
の
目
的
、
活
動
の
実
体
、
満
州
事
変
、
日
本
の
ワ
シ
ン

ト
ン
・
ロ
ン
ド

ン
両
海
軍
条
約
廃
棄
、
日
中
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
な
ど

一
連
の
事
件

の
中
で
の
ワ
シ
ン
ト
ン
体
制

の
崩
壊
、
さ
ら
に
は
戦
後
の
冷
戦
と
、
I
P
R
を
取
巻

く
国
際
環
境
の
変
動
下
に
生
じ
た
I
P
R
設
立
当
初
の
目
的
と
実
体
と
の
間
の
乖
離
、

そ
の
存
在
意
義
や
果
し
た
役
割
な
ど
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

 
ま
た
、
I
P
R
が
民
間
の
調
査
研
究
団
体
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
最
後
に
、
I
P

R
を

一
つ
の
事
例
と
し
て
国
際
社
会
に
お
け
る
民
間
外
交

の
意
義
や
役
割
、
そ
し
て

そ
の
可
能
性
と
限
界
性
な
ど
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

 
本
稿
で
は
、
筆
者

の
そ
う
し
た
関
心
の

一
環
と
し
て
、
I
P
R
の
そ
も
そ
も
の
発

端
か
ら
恒
常
的
な

一
機
関
と
し
て
誕
生
す
る
ま
で
の
経
緯
、
そ
の
目
的
や
組
織
と
は

い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
を
考
察
し
、
I
P
R
の
基
本
像
を
把
握
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。

 
第

一
章
 
I
P
R
設
立
の
発
端

 
 
1
、
発
端

 

一
九

一
九
年
は
じ
め
、
ア
メ
リ
カ
Y
M
C
A
事
務
局
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
的

か
つ
普
遍
的
要
素
の
検
討
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
要
素
が
太
平
洋
地
域
の
人
々
の
相
互

理
解
を
進
め
る
上
で
の
基
盤
と
な
り
得
る
方
法
の
検
討
を
主
要
テ
ー
マ
と
し
、
太
平

洋
地
域
の
Y
M
C
A
の
指
導
的
地
位
に
あ
る
人
々
を
招
集
し
た
会
議
を

ハ
ワ
イ
の
ホ

ノ
ル
ル
に
お
い
て
開
催
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
れ
が
、
I
P
R
設
立
の
そ
も
そ

も
の
発
端
で
あ
る
。

 

ア
メ
リ
カ
Y
M
C
A
事
務
局
の
指
示
に
基
づ
く
会
議
の
計
画
は
、

一
九
二
一
年
六

月
に
ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
州
レ
イ
ク

・
ジ

ェ
ニ
ー
ヴ
ァ
で
開
催
さ
れ
た
Y
M
C
A
の
専

任
主
事
会
議

（
Ｙ
.
Ｍ
.
Ｃ
.
Ａ

.
E
m
p
lo
y
ed
O
ff
icers'
C
o
n
fe
re
n
c
e）
に
お
い
て
真
剣

に
討
議
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
Y
M
C
A
総
主
事

モ
ッ
ト
（
j
o
h
n
 
R
.

M
o
tt）
の
理
解

と
支
持
を
得
る
こ
と
が
、
本
計
画
を
成
功
に
導
く
上
で
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
た
。
そ



の
結

果

、

各

Y
M

C

A

か

ら

モ

ッ
ト

に

対

し

て
会

議

の
計

画

案

な

ど

を
含

む
資

料

が

送

ら
れ

る

こ
と

に
な

っ
た

。

そ

の
中

に

は

、

ホ

ノ

ル

ル
の
実

業

家

で
、
汎

パ

シ

フ

ィ

ッ
ク

・
ユ

ニ
オ

ン

（
P
a
n

P
a
c
if
ic

U
n
io
n
）

を

は
じ

め
多

く

の
国
際

的

団

体

や
民

間

団

体

で
活

躍

し

、

ハ
ワ

イ
地

域

の
Y

M

C

A
設

立

に
も

尽

力

、

し

か
も

ア

メ

リ

カ

Y

M

C

A
委

員

会

（
N
a
t
io
n
a
l
Y
.
M

.
C
.A
.
C
o
m
m

it
te
e
）

S

1
員

で
も
あ

っ
た

ア

サ

ー

ト

ン

（
F
ra
n
k
C
.
A
th
e
r
to
n
u
）

を
中

心

に
作

ら

れ

た

ホ

ノ

ル

ル
Y

M

C

A

の
計

画

案

も

含

ま

れ

て

い
た

。

モ

ッ
ト

は

、

こ

の
計

画

案

に
注

目

し

た

。
彼

は
、

一

九

二

一
年

一
〇

月

八
日

、

ア

サ

ー
ト

ン
に
書

簡

を
送

り
、

そ

の
中
「
一
二

九

二
三
年

に

ホ

ノ

ル

ル
に

お

い

て
太

平

洋

に
臨

接

す

る

諸

国

の
Y

M

C

A

の
代

表

者

を

招
集

し
、

）

会

議

を

開

催

す

る
と

い
う

ホ

ノ

ル
ル
Y

M

C

A

提
案

の
計

画

を
検

討

し

た

い
」

旨

を

伝

え

て

い

る
。

 

こ
れ

を

受

け

て
、

一
九

二

一
年

一
二
月

九

日

、
当

時

ホ

ノ

ル

ル
Y

M

C

A

の
会

長

で
あ

っ
た

ホ

ー

ル

（
W

illia
m

G
.
H
a
ll）
は
、
ア

サ

ー

ト

ン
夫

妻

、
ビ

シ

ョ

ッ
プ

博

物

館

の

ク

ッ
ク

（
C
.
H
.C
o
o
k
e
）
、

ハ
ワ
イ

大

学

教
授

デ

ィ
ー

ソ
（
A
r
th
u
r
L
.
D
e
a
n
）
、

弁

護

士

フ

レ
ア

ー

（
W
.
F
.

F
re
a
r
）
、

ウ

ェ
ー

ク

フ

ィ
ー

ル
ド

（
J
a
m
e
s

W

a
k
e
-

fi
e
ld
）
の

六
名

を
招

き

、

汎

太

平

洋

Y

M

C

A
会
議

（
P
a
n
－
P
a
c
if
ic

Y
.M
.
C
.
A

C
o
n
fe
re
n
c
e
）
を

招

集

す

る

た

め

の
計

画

を

立
案

す

る
準

備

委

員

会

委

員

を

務

め

る

よ
う

要

請

し

た
。

 

一
九

二

一
年

一
二
月

一
九

日

、

太

平

洋

ク

ラ
ブ

（P
a
c
if
ic
 
C
lu
b
）

に

お

い

て
第

一
回

準

備

委

員

会

が

開

催

さ

れ

、

予

定

さ

れ

る
汎

太

平
洋

Y

M

C

A
会

議

の
目

的

、

性

格

な

ど

の
諸

問

題

を

め
ぐ

る

討

議

が

行

わ

れ

た
。

そ

の
席

上

に

お

い

て
、

汎

太

平

洋

Y

M
C

A

会

議

開

催

の
目

的

と

し

て

、

抽

象

的

な

が

ら
、

一
応

太

平

洋

に
臨

接

す

る
地

域

の
Y

M

C

A

幹

事

の
研

修

が

考

え

ら

れ

、
内

容

と

し

て

は
、

キ

リ

ス
ト
教

の

根

本

原

理

や

普

遍

性

と

は
何

か

を

発

見

す

る

こ
と

、

お

よ

び
、

こ

の
会

議

が

太

平

洋

地

域

の
人

々
に
と

っ
て
相

互

理

解

を

深

め

る

上

で

の
共

通

の
基
盤

と

な

り
得

る
方

法

を

検

討

す

る

こ
と

と

、

極

め

て
宗

教

的

色

彩

の
濃

い
も

の
が

提

案

さ

れ

た
。

 

翌

一
九

二

二
年

三
月

、

ホ

ノ

ル

ル

の
準

備

委

員
会

一
行

は

モ

ッ
ト

と
会

談

し

た
が

、

そ

の
際

に
彼

か
ら

右

の
よ

う

な

目

的

の
汎

太

平

洋

Y

M

C

A
会

議

招

集

を

心

か

ら
支

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
（5
）

持

す

る
旨

を

明

ら

か

に
さ

れ

た

。

 
こ
の
段
階
に
い
た

っ
て
、
は
じ
め
て
汎
太
平
洋
Y
M
C
A
会
議
の
計
画
を
海
外
に

て
披
露
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

一
九
二
二
年
六
月
、
北
京
で
開
催
さ
れ
た
万
国
キ
リ

ス
ト
教
学
生
連
合

（W
o
rld
's
C
h
ris
tia
n
S
tu
d
e
n
t
F
ed
era
tio
n
）

の
会
議
に
ホ

ノ
ル
ル
Y
M
C
A
の
キ
ラ
ム

（L
lo
y
d
R
,
K
illa
m
）
が
出
席
し
、
同
会
議

に
参
集

し
た
ア
ジ
ア
の
Y
M
C
A
指
導
者
に
対
し
て
汎
太
平
洋
Y
M
C
A
会
議
の
計
画
を
提

示
し
た
。
同
時
に
、
本
計
画
に
つ
い
て
の
若
干
の
討
議
も
交
さ
れ
た
が
、
概
し
て
、

こ
の
計
画
は
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
席
上
に
お
い

て
、
数
力
国
の
Y
M
C
A
指
導
者
が
会
議
開
催
を
支
持
す
る
旨
を
約
束
し
た
こ
と
に

よ

っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。

 
 
2
、
初
期
計
画

の
目
的

 
汎
太
平
洋
Y
M
C
A
会
議
の
計
画
が
海
外
の
Y
M
C
A
指
導
者
か
ら
も
好
意
的
評

価
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
ホ
ノ
ル
ル
の
準
備
委
員
会
は
、

こ
の
会
議
を
実

際
に
招
集
す
る
か
ど
う
か
の
決
定
、
お
よ
び
招
集
の
決
定
を
み
た
場
合
に
は
、
速
や

か
に
計
画
を
具
体
化
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、

一
九
二
二
年

一
二
月
、

ア

サ

ー

ト

ン
と
ホ
ノ
ル
ル
Y
M
C
A
の
ア

ソ
ダ

ー

ソ
ン

（R
ob
b
in
s
B
.
A
n
d
e
rso
n
）
の
提
唱
に
よ
っ
て
、
実
業
家
、
学
者
、
宗
教
家
、
教

育
者
な
ど
の
ホ
ノ
ル
ル
を
代
表
す
る
有
識
者
三
五
名
が

一
同
に
会
し
、
汎
太
平
洋
Y

M
C
A
会
議
を
実
際
に
招
集
す
る
か
ど
う
か
の
検
討
を
行

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に

つ
い
て
投
票
に
図

っ
た
結
果
、
全
員
の
賛
成
が
得
ら
れ
、
会
議
招
集
の
決
定
を
み
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
ア
サ
ー
ト
ン
と
ア
ソ
ダ
ー
ソ
ン
は
、
計
画
を

進
め
る
た
め
の
委
員
会
委
員
を
任
命
す
る
権
限
を
与
え
ら
れ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（7
）

 
こ
の
時
に
提
出
さ
れ
た
計
画
中

の
会
議

の
目
的
は
、
次
の
五
点
で
あ
る
。

 

一
、
青
少
年
の
人
格
や
思
想
と
太
平
洋
に
臨
接
す
る
諸
国
の
発
展
と
の
関
係
に
つ

 
 

い
て
討
議
を
行
う
こ
と
。

こ
れ
ら
の
諸
国
の
進
歩
に
対
す
る
Y
M
C
A
の
活
動

 
 

の
責
務
に
つ
い
て
討
議
を
行
う
こ
と
。
そ
れ
ら
に
関
す
る
効
果
的
方
法
に
つ
い

 
 

て
意
見
の
交
換
を
行
う
こ
と
。

 

一
、
世
界
の
実
情
に
つ
い
て
の
知
識
を
ふ
や
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
Y
M
C
A
の

 
 
世
界
計
画
の
強
化
を
図
る
こ
と
。
同
計
画
が
太
平
洋
地
域
に
該
当
す
る
場
合
に



 
 
は
、
と
り
わ
け
強
化
に
努
め
る
こ
と
。

 

一
、
す
べ
て
の
国
の
Y
M
C
A
活
動
に
お
け
る
平
信
徒
の
指
導
力
を
強
化
す
る
こ

 
 
と
。

 

一
、
会
議
代
表
団
員
の
個
人
的
面
識
や
交
友
関
係
を
通
し
て
、
太
平
洋
地
域
の
人

 
 
々
の
間
の
友
誼
の
き
ず
な
を
強
化
す
る
こ
と
。

 

一
、
太
平
洋
に
臨
接
す
る
諸
国
の
人
々
の
キ
リ
ス
ト
教

へ
の
信
仰
心
を
強
め
る
こ

 
 
と
。

 
以
上
の
五
点
の
目
的
か
ら
も
明
ら
か
の
よ
う
に
、
当
初
計
画
さ
れ
た
汎
太
平
洋
Y

M
C
A
会
議
は
、
あ
く
ま
で
も
Y
M
C
A

の
活
動

の

一
環
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の

で
、
当
時
太
平
洋
地
域
が
直
面
し
て
い
た
現
実
的
側
面
に
あ
ま
り
目
を
向
け
た
も
の

で
は
な
か

っ
た
。
従

っ
て
、
こ
の
会
議
は
、
極
め
て
強

い
宗
教
的
性
格
を
帯
び
た
も

の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
3
、
ア
サ
ー
ト
ン
の
決
意

 
ア
サ
ー
ト
ン
は
、
そ
の
後
ア
メ
リ
カ
本
土
を
旅
行
す
る
機
会
を
得
、
そ
の
際
に
Y

M
C
A
指
導
者
と
来
た
る
べ
き
会
議
に
つ
い
て
の
意
見
を
交
し
た
。
ま
た
、
関
係
者

と
の
書
簡

の
や
り
取
り
も
重
ね
た
。
そ
の
間
に
、
彼
は
、
汎
太
平
洋
Y
M
C
A
会
議

に
お
い
て
は
、
単
に
Y
M
C
A
に
と

っ
て
の
当
面
の
問
題
だ
け
を
討
議
す
べ
き
で
は

な
い
と
次
第
に
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
、
太
平
洋
の
諸
問
題
を
幅
広
く
扱
え
る
よ
う

な
会
議
を
再
考
す
る
た
め
に

一
九
二
五
年

ま
で
会
議
の
開
催
を
延
期
す
べ
き
で
あ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（8
）

と
考
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。

 
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
以
下
の
点
が
考

え
ら
れ
る
。
当
初
の
会
議
の
目
的
が
純
粋

に
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
Y
M
C
A
の
中
の
太
平
洋
に
臨
接
す
る

諸
国
の
働
く
青
年
達
の
間
か
ら
、
数
年
来
、
さ
ら
に
有
益
で
大
き
な
規
模
の
事
業
を

計
画
す
る
た
め
に
、
Y
M
C
A
の
幹
事
を
含
む
関
係
者

の
国
際
会
議
を
開
催
す
る
方

が
良
い
と
の
案
が
持
上
が

っ
て
い
た
こ
と
。
太
平
洋
地
域
の
人
々
の
間
に

一
層
の
相

互
理
解
と
調
和
の
と
れ
た
関
係
を
も
た
ら
す
事
業
に
諸
国
の
青
年
が
も

っ
と
実
際
的

に
賛
助
し
て
く
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
。
ア
サ
ー
ト
ン
ら

が

こ
の
方
針
に
沿

っ
て
考
え
、
ま
た
計
画
を
進
め
て
い
た
段
階
で
、
東
西
間
の
異
文

化
、
異
人
種
間
の
接
触
の
増
大
、
そ
し
て
互
い
同
士
の
無
知
か
ら
生
ず
る
軋
櫟
が
深

刻
化
し
た
た
め
に
、
有
識
者

の
間
に
東
西
間
の
相
互
理
解
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る

よ
う
に
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
当
時
は
文
明
論
的
観
点
か
ら
、
世
界

史
上
大
西
洋
時
代
に
代

っ
て
太
平
洋
時
代
が
到
来
す
る
も

の
と
か
な
り
広
く
信
じ
ら

れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
九
二
四
年

の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
排

日
移

民

法

（ジ

ョ
ン
ソ
ン
法
）
の
制
定
に
象
徴
さ
れ
る
移
民
排
斥
問
題
で
日
米
関
係
は
緊
張
し
、

そ
の
他
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
な
ど
に
お
い
て
も
有
色

人
種
の
移
民
を
禁
ず
る
措
置
に
対
し
て
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
批
判
が
高
ま

っ
て
い
た
。

こ
れ
に
加
え
て
、
中
国
に
お
い
て
も
、
国
民
党
革
命

の
気
運
の
高
揚
の
中
で
西
欧
諸

国
に
向
け
ら
れ
た
不
平
等
条
約

（治
外
法
権
撤
廃
、
関
税
自
主
権
回
復
）
撤
廃
要
求

と
排
外
主
義
的
民
族
主
義
が
強
ま

っ
て
い
た
。
だ
が
、
太
平
洋
地
域
に
は

「
国
際
連

盟
の
治
外
法
権
区
域
」
と
評
さ
れ
た
よ
う
に
、
国
際
連
盟

の
手
も
な
か
な
か
届
か
ず
、

か
と
い
っ
て
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
有
効
な
機
関
も
存
在
し
な
か

っ
た
。
そ
の
結
果
、

必
要
以
上
に
猜
疑
心
を
喚
起
し
、
問
題
を
深
刻
化
さ
せ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
各
国

の

国
内
政
策
や
国
家
間
の
交
渉
、
接
触
に
多
く
の
重
大
な
問
題

の
あ
る
こ
と
に
気
付
い

た
こ
と
。
従

っ
て
、
太
平
洋
地
域
の
人

々
の
間
の
相
互
理
解
を
深
め
、
調
和

の
と
れ

た
関
係
を
創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
こ
と
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
ア
サ

ー
ト
ン
が
思
想
界
の
真
摯
な
指
導
者
の
多
く
と
会
見
し
た
結
果
、
も
し
太
平
洋
に
臨

接
す
る
諸
国
の
代
表
的
な
私
的
資
格

の
男
子
、
婦
人
の
出
席
を
求
め
、
二
週
間
程
度

毎
日
円
卓
に
相
会
し
て
事
実
と
実
際

の
事
情
を
腹
蔵
な
く
述
べ
合
い
、
相
互
に
学
ば

ん
と
努
め
、
将
来
に
対
し
て
建
設
的
計
画
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

価
値
あ
る
多
く
の
効
果
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
感
ず
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
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な
ど
で
あ
る
。

 

ア
サ
ー
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
理
由
に
基
づ

い
て
、
当
初
計
画
さ
れ
た
宗
教
的
目
的

の
Y
M
C
A
会
議
と
い
う
狭
い
考
え
方
を
棄
て
、
そ
の
代
り
に
太
平
洋
地
域
の
若
干

の
国
々
の
代
表
的
男
子
と
婦
人
を
集
合
し
、

一
つ
の
会
議
を
開
催
し
よ
う
と
決
意
す
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る
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
決
意
の
背
景
に
は
、 
「吾

々
に
は
彼

の
大
西
洋
方

面
に
あ
る
様
な
数
代
に
亘
る
嫌
悪
敵
意
の
遺
産
は
無
い
の
で
あ
る
。
太
平
洋
方
面
に

於
け
る
人
種
間
敵
対
猜
疑
の
感
情
は
比
較
的
最
近
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
が
故
に



共
に
集
り
、
腹
蔵
な
く
事
態
に
直
面
し
、
将
来
に
対
す
る
吾
等
の
態
度
を
定
め
る
に

一
層
好
都
合
で
あ
る
と
思
う
。」
と
い
う

言
葉
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
諸
問
題
に
比
較
し
、
太
平
洋
の
諸
問
題
に
対
す
る
楽
観
的
姿
勢
が
ア
サ
ー
ト
ン
に

あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

 
 
4
、
ボ
ル
ト
シ
ャ
ッ
ハ
第
二
回
Y
M
C
A
勤
労
青
年
世
界
会
議

 
太
平
洋
地
域
が
か
か
え
る
問
題
の
深
刻
さ
を
主
要
な
要
因
に
、
ア
サ
ー
ト
ン
が

一

つ
の
決
意
を
行

っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
初
に
意
図
さ
れ
た
純
粋
に
キ
リ
ス
ト
教
的

色
彩

の
Y
M
C
A
会
議
の
構
想
は
、
そ
の
後
次
第
に
宗
教
的
枠
を
越
え
、
さ
ら
に
幅

広

い
会
議

の
そ
れ

へ
と
性
格
を
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
件
に
つ
い
て
の
検

討
は
、
そ
れ
ま
で
の
行
き
が
か
り
か
ら
し

て
、
ア
サ
ー
ト
ン
を
中
心
に
ホ
ノ
ル
ル
に

お
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
変
更
は
た
だ
ち
に
進
め
ら
れ
た

の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
ま
た
触
れ
る
が
、
具
体
的
に
進
め
ら
れ
た

の
は
、

一
九
二
三
年
五
月
三

一
日
に
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
中
国
か
ら
の
代
表
も
参
加

し
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ボ

ル
ト
シ
ャ
ッ
ハ
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
Y
M
C
A
勤
労
青

少
年
世
界
会
議

（W
orld
's
C
o
n
fere
n
c
e
o
f
.
M
.
C
.
A

W
o
rk
ers
a
m
o
n
g

B
oy
s
）
以
後
、
間
を
置
い
て
か
ら
の
こ
と

で
あ
る
。

 

こ
の
世
界
会
議
に
お
い
て
は
、

ハ
ワ
イ
か
ら
参
加
し
た
ル
ー
ミ
ス

（
c
h
a
r
l
e
s
 
F
.

L
o
om
is）
に
よ
り
汎
太
平
洋
会
議
の
計
画
が
示
さ
れ
、
同
会
議
の
焦
点
を
増
大
さ
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（ 
）

る
こ
と
が
原
則
的
に
承
認
さ
れ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
汎
太
平
洋
会
議
に

関
し
て
次
の
決
議
が
行
わ
れ
た
。

 

一
、
太
平
洋
に
臨
接
す
る
諸
国
の
青
少
年
に
対
す
る
道
徳
的
、
宗
教
的
、
知
的
、

 
 
肉
体
的
鍛
練
の
大
い
な
る
必
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
。
太
平
洋
地
域
の
火
急

の

 
 
問
題
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
解
決
策
を
緊
急
に
打
ち
出
す
必
要
性
を
認
識
す

 
 
る
こ
と
。

 

一
、

ハ
ワ
イ
が
太
平
洋
の
中
心
と
い
う
地
理
的
位
置
に
あ
る
こ
と
、

ハ
ワ
イ
が
長

 
 
年
に
わ
た

っ
て
太
平
洋
地
域
の
人
々
の
利
益
共
同
体
の
形
成
を
促
進
し
て
き
た

 
 
こ
と
、
そ
し
て
ハ
ワ
イ
が
人
種
間
の
理
解
と
善
意
の
発
展
に
貢
献
し
て
き
た
こ

 
 
と
か
ら
、

ハ
ワ
イ
が
平
信
徒
と
専
任

主
事
に
よ
る
太
平
洋
Y
M
C
A
会
議
開
催

 
 
に
最
適
な
場
所
と
信
ず
る
こ
と
。

 

一
、
ホ
ノ
ル
ル
に
お
い
て

一
九
二
五
年
二
月
に
そ
う
し
た
会
議
を
開
催
す
る
こ
と

 
 
は
、
平
信
徒
や
Y
M
C
A
の
幹
事
指
導
者
の
間
の
経
験
交
換
の
機
会
を
提
供
し
、

 
 
各
地
の
Y
M
C
A
が
共
通
に
当
面
す
る
課
題
に
つ
い
て
建
設
的
研
究
の
機
会
を

 
 
提
供
す
る
こ
と
。
こ
の
会
議
の
結
果
、
教
会
指
導
者
の
集
団
間
の
友
情
と

一
層

 
 
の
理
解
を
深
め
る
機
会
が
生
ま
れ
る
こ
と
。
太
平
洋
地
域
の
諸
国
に
お
け
る
Y

 
 
M
C
A
の
仕
事

へ
の
刺
激
が
与
え
ら
れ
る
と
信
ず
る
こ
と
。

 
 
 
 
 
決
定
さ
れ
る
べ
き
課
題

 
一

 

一
九
二
五
年
に
ハ
ワ
イ
の
ホ
ノ
ル
ル
に
お
け
る
Y
M
C
A
会
議
開
催
を
承
認

 
 
す
る
こ
と
。

 
二
 

ハ
ワ
イ
の
Y
M
C
A
に
対
し
、
太
平
洋
地
域
の
諸
国
の
各
国
内
委
員
会
が
国

 
 
際
会
議
を
準
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
委
員
会
を
発
足
さ
せ
る
べ
く
、
三
名

 
 
の
委
員
を
任
命
す
る
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
る
よ
う
に
要
請
す
る
こ
と
。
な
お
、

 
 

ハ
ワ
イ
も
同
様
に
国
際
会
議
委
員
会
委
員
と
し
て
三
名
を
任
命
す
る
こ
と
。

 
 
 
国
際
会
議
委
員
会
の
権
限
は

 
 
 
 
A
、
会
議
の
招
請

 
 
 
 
B
、
会
議
の
計
画
の
枠
組
作
り

 
三
 

ハ
ワ
イ
の
Y
M
C
A
に
会
議
の
計
画
作
成
に
必
要
な
予
備
作
業
を
行
う
こ
と
、

 
 
お
よ
び
有
力
な
キ
リ
ス
ト
教
の
平
信
徒
と
専
任
主
事
か
ら
な
る
代
表
団
の
派
遣

 
 
を
確
実
に
す
る
た
め
に
必
要
な
宣
伝
を
開
始
す
る
こ
と
。

 
 
5
、
会
議
の
性
格
変
化

 
ボ

ル
ト
シ
ャ
ッ
ハ
に
お
け
る
会
議
に
つ
い
て
ル
ー
ミ
ス
の
報
告
を
受
け
た
ホ
ノ
ル

ル
の
Y
M
C
A
は
、
ア
サ
ー
ト
ン
を
議
長
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
を
副
議
長
、
ト
レ
ン
ト

（R
.H
.
T
ren
t）
を
財
務
、
デ

ィ
ー
ン

（
Q.L
.
D
e
a
n
）
を
プ

ロ
グ
ラ
ム
委
員
長
、

以
下
パ
ー
マ
ー
（
A
.
W
.

P
a
lm
er）
、
原
田
助
、
李
紹
昌
、
ド
ー
／

（Ja
m
es
D
.

D
ole
）
を
委
員
と
す
る
準
備
委
員
会
を
組
織
し
た
。

 
準
備
委
員
会
が
計
画
中
の
会
議

の
性
格
そ
の
他
の
検
討
を
行

っ
て
い
た
最
中
の

一

九
二
三
年

一
二
月
七
日
、
ア
サ
ー
ト
ン
と
ル
ー
ミ
ス
は
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
中
国
、



朝
鮮
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
各
Y

M
C
A
に
対
し
協
力
依
頼
の
書
簡
を
送

っ
て

い
る
。
そ
れ
は
、
ま
ず
汎
太
平
洋
Y
M

C
A
会
議
に
つ
い
て
の
そ
れ
ま
で
の
簡
単
な
経
緯
を
説
明
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
述
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べ
て
い
る
。

 
 

「
…
…
…
わ
れ
わ
れ
は
、
貴
委
員
会
が
会
議
開
催
を
承
認
す
る
だ
け
で
な
く
、

 
わ
れ
わ
れ
に
加
わ
り
、
太
平
洋
地
域

の
諸
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
発
展
の
た
め

 

に
、
こ
の
会
議
を

一
つ
の
建
設
的
勢
力

と
し
て
育
て
る
こ
と
に
協
力
す
る
よ
う
心

 

か
ら
望
ん
で
い
る
。
会
議
の
目
的
は
、
キ
リ
ス
ト
教

の
観
点
か
ら
太
平
洋
地
域
の

 

人
々
の
か
か
え
る
諸
問
題
の
中
の
幾

つ
か
の
問
題
点

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ

 

れ
ら
の
解
決
に
貢
献
す
る
実
際
的
か
つ
建
設
的
提
言
を
行
う
こ
と
に
あ
る
。

ハ
ワ

 

イ
の
準
備
委
員
会
は
、
提
案
さ
れ
た
会
議
に
関
す
る
暫
定
的
な
声
明
を
準
備
し
、

 

討
議
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
議
案
を
た
て
た
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
試
案
で
あ

 

り
、

一
つ
の
提
案
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、

 

逆
に
、
そ
う
し
た
会
議
の
目
的
、
提
出
さ
れ
る
べ
き
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
達
成
さ
れ
る

 

べ
き
成
果
な
ど
に
つ
い
て
、
あ
な
た
方

の
考
え
を
う
か
が
い
た
い
。
そ
の
会
議
が

 

あ
な
た
方
の
国
の
人

々
に
と

っ
て
有
す
る
価
値
、
あ
な
た
方
が
討
議
さ
れ
る
べ
き

 

と
考
え
る
議
案
、
今
後
の
会
議
の
持

っ
て
行
き
方
に
対
す
る
あ
な
た
方
の
見
解
や

 

最
も
良

い
と
思
わ
れ
る
方
法
な
ど
に
つ
い
て
あ
な
た
方
の
率
直
な
意
見
表
明
を
保

 

証
し
な
い
な
ら
ば
、
会
議
は
最
大
限
の
価
値
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
思

 

わ
れ
る
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
な
た
方
か
ら
の
最
大
限
に
自
由
潤
達
な
批

 

判
や
提
案
を
望
ん
で
い
る
。」

 

以
上
に
続
け
て
、
ア
サ
ー
ト
ン
と
ル
ー

ミ
ス
は
、

一
九
二
四
年
九
月
に

ニ
ュ
ー
ヨ
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ー
ク
に
お
い
て
数
カ
国
の
代
表
の
参
加
の
も
と
に
開
催
さ
れ
る
全
体
委
員
会
の
前
に

各
国
Y
M
C
A
代
表
と
個
別
に
ホ
ノ
ル
ル
に
て
予
備
的
会
合
を
持
ち
た
い
と
の
意
向

を
表
明
し
、
そ
の
た
め
の
ホ
ノ
ル
ル
へ
の
委
員
派
遣
を
要
請
し
、
結
び
と
し
て
い
る
。

 

本
書
簡

の
中
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
汎
太
平
洋
Y
M
C
A
会
議

の
目
的
と
し
て

既
に
み
た
よ
う
に

「
キ
リ
ス
ト
教

の
観
点

か
ら
太
平
洋
地
域
の
人
々
の
か
か
え
る
諸

問
題
の
中
の
幾

つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
れ
ら
の
解
決
に
貢
献
す

る
実
際
的
か
つ
建
設
的
提
言
を
行
う
こ
と
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ

ま

り
、

ボ

ル

ト

シ

ャ

ッ

ハ
で

の
会

議

の
後

、

し
ば

ら

く

の
間

は
、

Y

M

C

A

の
組

織

が

こ

の
計

画

を

進

め

る
上

で

の
母
体

で
あ

っ
た

こ
と

か

ら
、

ア

サ

ー

ト

ン
の
決

意

に

も

か

か

わ

ら
ず

、

関

心

の
焦

点

は
、

専

ら

キ

リ

ス
ト
教

や

Y

M

C

A
と

そ

の
事

業

に

直

接

か

か

わ

る
問

題

に
限

ら

れ

て

い
た
。

だ
が

、

右

の
書

簡

中

の
目

的

に
あ

る

よ
う

に
、

た

と

え

「
キ

リ

ス
ト
教

の
観

点

か
ら

」

と

い
う

但

書

付

き

と

は

い
え
、

会

議

の

目

的

の
比

重

の
置

か

れ
方

が

、

次

第

に
宗

教

的

目

的

か
ら

「
太

平
洋

地
域

の
人

々

の

か

か
え

る
諸

問

題

」

と

い
う

世
俗

的

目
的

へ
と
変

化

を

示

し
始

め
た

点

で
あ

る
。

 

汎

太

平

洋

Y

M

C

A

会

議

が

世
俗

的

目
的

へ
と
比

重

を

移

し
始

め
た

要

因

と

し

て

は
、

既

に

み

た
太

平

洋

地

域

の
情
勢

と

ア

サ
ー

ト

ン
の
考

え

方

の
変

化

に
加

え

て
、

ア

サ

ー

ト

ン
を
中

心

と

し

て

ホ

ノ

ル

ル
に
準

備

委

員

会

が

組

織

さ
れ

て

か
ら

後

、

一

連

の
会

合

が

開

か
れ

、

会

議

の
在

り

方

、
プ

ロ
グ

ラ

ム
な
ど

に

つ
い

て
様

々
な

面

か

ら

の
討

議

が

行

わ

れ
、

そ

れ

に

は
、

単

に
Y

M

C

A

の
関

係

者

だ

け

で
な

く

、

ハ
ワ

イ

の
学

者

、
実

業

家

、

教

育

者

、

文

化

人

と

い

っ
た

幅

広

い
分

野

の

国
際

主
義

的

な

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（∬
）

有

識

者

の
参

加

し

て

い
た

こ

と
が

大

き

い
。

そ

の
た

め

に
、

キ

リ

ス
ト
教

と

い

う

宗

教

的

枠

に
比

較

的

こ
だ

わ

る

こ
と

な
く

太

平

洋

地

域

が

現

に

か
か

え

る

問

題

に

目

を

向

け

る

こ

と
が

で
き

た
と

い
え

よ

う
。

同
時

に
、

討

議

の
過

程

で
討

議

そ

れ

自

体

が

参

加
者

に
大

き

な

刺

激

と

な

り

、

彼

ら

の
会

議

に
対

す

る
考

え

方

の
幅

を

広

げ

る

こ

と

に

も

な

っ
た
。

そ

の
意

味

で
、

準

備

委

員

会

を
構

成

し

た

ハ
ワ
イ

の
有

識

者

が

初

期

の
Y

M

C

A

の
キ

リ

ス
ト
教

的

目

的

に
限

定

さ

れ

た

幅

の
狭

い
観

点

や

目
的

を
修

正

す

る

こ
と

に
果

し

た
役

割

に

は
大

き

い
も

の
が

あ

る

。

 

以

上

の
要

因

に
加

え

て
、

ア

メ
リ

カ
本

土

を

は
じ

め
そ

の
他

の
関

係
諸

国

の
全

体

委

員

会

委

員

も

会

議

の
討
議

範

囲

や
プ

ロ
グ

ラ

ム
な

ど

の
検

討

に
積

極

的

に
参

加

し
、

彼

ら

の
考

え

を

ホ

ノ

ル

ル

の
準

備
委

員

会

に
伝

え

た

こ
と

、

そ

し

て
既

に

み

た

よ

う

に
、

一
九

二

三
年

一
二
月

七

日

付

書
簡

で

ア

サ
ー

ト

ン
と

ル
ー

ミ

ス
が

各

国

の
Y

M

C

A

に
意

見

を
求

め

て

い

た
が

、

各

国

の
Y

M

C

A
も

そ

れ

に
応

じ

て
準

備

委

員

会

と
意

見

の
交

換

を
行

い
、

刺

激

を

与

え

た

こ
と

も
見

過

す

こ

と

は

で
き

な

い
。
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n
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n
o
lu
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h
e
r
e
a
fte
r

c
ite
d

a
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I
n
s
titu
t
e
o
f

P
a
c
if
ic

R
e
la
tio
n
s
）

v
o
l.
1
,
p
.

5
参

照
e

エ
フ

・
シ

ー

・
ア
サ

ト

 

ン

「『
太
平

洋

問

題

調
査

会

』

の
目

的
」

（沢

柳

政

太
郎

編

『
太

平
洋

の
諸

問

題

』
太

平

洋

 

問

題

調
査

会

、

一
九

二

六
年

、

六

六
頁

）

参

照

。

（
9
）
 

神

崎
騨

一

「
太

平
洋

と
国

際

問

題

」

（『
国

際

知
識

』

一
九

二

六
年

六

月

六

日
号

）

五

 

一
頁

。

（
1
0） 

I
n
s
tit
u
t
e
o
f

P
a
c
if
ic

R
e
la
t
io
n
s
,
v
o
l.
1
,
p
p
.
4
-
5

参

照
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沢

柳
、

前

掲

 

書

、

六

五
―

六

六
頁

参

照
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（
1
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Ib
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p
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参

照
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書
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五
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D
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n
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a
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t
M

o
v
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e
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M

o
d
e
r
n

H
a
w
a
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H
o
n
o
lu
lu
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U
n
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P
r
e
s
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o
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H
a
w
a
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19
8
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）

p
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1
1
1

 

参

照
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（
14
）
 

H
on
o
lu
lu

S
e
s
sio
n
,
p
.
9
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（
15
）
 

Ib
id
.,
p
p
.

1
0
-
1
1
.

（
16
）
 
実

際

に
は

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク
で

な
く

、

ア
ト

ラ

ン
テ

ィ

ッ
ク

･
シ

テ

ィ
で

開
催

さ

れ

た

。

（
17
）
 

I

P

R

の
設

立

に

関

し

て
幸

運

で
あ

っ
た

の
は
、

太

平

洋

の
中

心

と

い
う

地

理
的

位

 

置

に
あ

る

ハ
ワ
イ

に

は

I

P

R

の
よ

う
な

国

際

主

義
的

団

体

を

育
く

む

素

地

が
伝

統

的

に

 

形

成

さ
れ

て
お

り
、

ハ
ワ

イ
が
多

く

の
人

種

を
受

け

入

れ

、

か

つ
調

和

を

保

っ
て

い

る
世

 

界

主

義
的

（
コ
ス

モ
ポ

リ

タ

ン
）

社
会

と

の
自

負

心

を

い
だ

く

自

由
主

義

的

な

国
際

主

義

 

者

が

I

P

R
設

立

に
計

画

の
当

初

か

ら
参

加

し

て

い

た

こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

ら

の
人

々
の

 

存

在

が
、

会

議

の
実

現

や
性

格

を

幅
広

い
も

の
と

す

る

こ
と

に
貢

献

し
た

と

い
え

る
。

ハ

 

ワ
イ

に

お
け

る

国
際

主
義

に

つ

い
て
詳

し

く

は
、

H
o
o
p
e
r,
op
.
c
it
.
お
よ

び

P
a
u
l
F
.

 

H
o
o
p
e
r
,
”
A

H
isto
ry

o
f
In
te
r
n
a
tio
n
a
lis
m

in

H
a
w
a
ii
b
e
tw
e
e
n

19
0
0

a
n
d

 

 

1
9
4
0
”
（P
h
.
D
.
d
isse
rta
tio
n
,
U
n
iv
e
r
sity
o
f
H
a
w
a
ii,
19
7
2
）
を
参
照
の
こ
と
。

 

第

二
章

 

I

P

R

の
誕

生

 

 

1
、

ア
ト

ラ

ン
テ

ィ

ッ
ク

・
シ

テ

ィ
に
お

け

る

予

備

相
談

会

 

ホ

ノ

ル

ル
の
準

備

委

員

会

は
、

そ

れ

ま

で

の
討

議

や

ア

メ

リ

カ
本

土

お

よ

び

各

国

の
Y

M

C

A
と

の
意

見

の
交

換

の

い
わ
ば

成

果

と

し

て
、

一
九

二

四

年

九

月

二

一
日

に

ア

ト

ラ

ン
テ

ィ

ッ
ク

・
シ

テ

ィ
で
開

催

の
予

定

さ

れ

て

い

た
予

備

相

談

会

（
G
e
n
e
r
a
l
C
a
ll
in
g

C
o
m
m
itt
e
e
）

の
声

明

を
準

備

し

た
。

こ

の
声

明

に

お

い

て

は
、

提

案

さ

れ

た

会

議

は
太

平

洋

諸

国

民

の
問

題

を
取

扱

う

こ

と
、

太

平
洋

諸

国
民

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cam
）

の
接

触

と

軋

櫟

に

つ

い
て
考

察

す

る

こ

と
、

相

互

の
理

解

と
協

力

を
促

進

さ

せ

る

こ

 

 

 

 

 

 

 

（2
）

と
が

う

た
わ

れ

て

い
た

。

そ

こ

に
は

、
会

議

の
目
的

の
比

重

が

宗

教

的

目
的

か

ら
太

平

洋

の
諸

問

題

と

い
う

世

俗

的

そ

れ

へ
と

移

っ
た

こ
と

を

明
確

に

み

る

こ

と
が

で
き

る
。

 

ア

ト

ラ

ン

テ

ィ

ッ
ク

・
シ
テ

ィ
に

お
け

る
予

備

相

談

会

は

、

太

平

洋

地

域

の
Y

M

C

A

九

団
体

か

ら

の
代

表

を

集

め
、

予

定

通

り

一
九

二
四

年

九

月

二

一
日

に
開

催

さ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 
＞

れ

た

。

参

加
者

は
、

次

の
通

り

で
あ

る
。

 

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア
 

ホ
ー

ム
ズ

（
H
a
r
r
y

N
.
H
o
lm
e
s
）

 

中

国

 

リ

ー

（
J
o
h
n

Y
.
L
e
e
）
'
ユ

イ

（
D
a
v
id

Y
u
i）

 

カ

ナ
ダ

 
バ

ラ

ン

タ
イ

ン

（H
a
r
r
y

B
a
lla
n
ty
n
e
）

 

ハ
ワ

イ

 

ア

サ

ー

ト

ン
、

ル
ー

ミ

ス

 

日
本

斉

藤

惣

一
、

フ

ェ
ル
プ

ス

（
G
.
S.
P
h
e
lp
s
）

 

朝

鮮

ブ

ロ

ッ
ク

マ
ン

（F
.M

.
B
r
o
c
k
m
a
n
）

 

ニ

ュ
ー
ジ

ー

ラ

ン
ド

 

ケ

ナ

ー

（
R.
A
.
K
e
n
n
e
r
）

 

フ

ィ
リ
ピ

ン
 

タ

ー

ナ

ー

（
E
.S
.
T
u
r
n
e
r
）
、

ヤ

ン

コ
（H
o
n
.
T
.
R.
Y
a
n
g
c
o
）

 

ア

メ
リ

カ

 
ブ

ロ
ッ

ク

ン

（F
le
tc
h
e
r
S
.
B
r
o
c
k
m
a
n
）
、

ロ

ス

（
G.
A
.

 

 

J
o
h
n
s
t
o
n

R
o
s
s
）
、

ス
ピ

ア
ー
ス

（J
a
m
e
s
M

.
S
p
e
e
r
s
）
、

モ

ッ
ト

夫

妻

、

 

 

ユ
ー

リ

ス
（
j
a
y
 
A
.
U
r
ic
e
）
、

フ

ィ

ッ

シ

ャ
ー

（
G
a
l
e
n
 
F
i
s
h
e
r

）
、

カ

ー

タ

ー



 
 
（E
.C
.
C
a
rte
r）、
ジ

ェ
ン
キ
ン
ス
（
E
.
C.Je
n
k
in
s）、
カ
ル
ホ
ー
ン

（C
.K
.

 
 
C
a
lh
o
u
n
）
、

ハ
ー
ヴ

ェ
イ

（C
.
W
.
H
a
rv
ey
）
、

ハ
ー
シ

ェ
ル
ブ

（
C
.
A.

 
 
H
ersch
le
b
）、

マ
ン
チ

ェ
ス
タ
ー

（
H
erb
ert
M
a
n
ch
e
ster
）

 
本
会
議
は
、
ホ
ノ
ル
ル
の
準
備
委
員
会

の
案
に
沿

っ
た
形
で
進
め
ら
れ
た
。
予
定

さ
れ
る
会
議
に
関
し
て
は
、
単
に
宗
教
関
係

の
代
表
者
の
み
の
会
合
と
せ
ず
、
学
者
、

実
業
家
等
を
含
め
、
議
題
の
種
類
や
範
囲
な
ど
も
著
し
く
拡
大
さ
せ
る
こ
と
を
決
定

し
た
。
そ
し
て
、
討
議
さ
れ
る
べ
き
問
題

の
背
景
を
深
く
研
究
し
た
ペ
ー
パ
ー
を
土

台
に
、
円
卓
会
議
に
お
け
る
討
議
を
通
じ
て
太
平
洋
地
域
の
相
互
理
解
の
増
進
を
は

 
 
 
 
 
 

（5
） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（6
）

か
る
こ
と
を
宣
言
し
、
次
の
結
論
を
ま
と
め
て
閉
会
し
た
。

 

一
、
会
議
の
目
的
は
、
教
育
的
で
あ
る
べ
き
こ
と
。
よ
り
十
分
な
事
実
と
よ
り
大

 
 
き
な
調
和
に
基
づ
け
ら
れ
た
明
晰
な
思
考
に
刺
激
を
与
え
る
こ
と
に
焦
点
を
置

 
 
く
こ
と
。

 
二
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
は
、
明
ら
か
に
人
々
が
当
惑
し
て
お
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
に

 
 
は
行
動
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
太
平
洋
の
諸
問
題
の
中
か
ら
選
択
さ

 
 
れ
、
た
て
ら
れ
る
べ
き
こ
と
。

 
三
、
参
加
者
は
、
世
論
を
形
成
す
る
だ
け
の
影
響
力
を
持

っ
た
人
々
か
ら
な
る
小

 
 
規
模
の
よ
り
す
ぐ
れ
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
べ
き
こ
と
。
各
国
の
参
加
者
か
ら
な

 
 
る
予
備
相
談
会
は
、
正
式

の
招
待
状

を
発
送
す
る
中
央
執
行
委
員
会
に
推
薦
名

 
 
簿
を
提
出
す
る
た
め
の
委
員
会
を
組
織
す
る
こ
と
。
参
加
者
は
、
必
ず
し
も
キ

 
 
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
必
要
は
な
い
が
、
太
平
洋
の
諸
問
題
の
解
決
に
対
す
る
キ

 
 
リ
ス
ト
教
的
ア
プ

ロ
ー
チ
に
関
心
を
い
だ
い
て
い
る
人
で
あ
る
べ
き
こ
と
。

 
四
、
会
議
の
進
行
は
、

一
種
の
教
育
過
程
で
あ
る
べ
き
で
、
講
演
や
フ
ォ
ー
ラ
ム

 
 
を
含
む
こ
と
。
た
だ
し
、
最
大
の
特
徴
を
円
卓
会
議
と
す
る
こ
と
。
円
卓
会
議

 
 
で
は
、
参
加
者
が
同
時
に
同

一
の
問
題
を
多
面
的
に
研
究
す
べ
き
こ
と
。
各
円

 
 
卓

の
立
派
な
議
長
の
指
導
に
お
い
て
、
専
門
家
を
参
加
さ
せ
る
べ
き
こ
と
。
各

 
 
円
卓
会
議
、

フ
ォ
ー
ラ
ム
、
講
演
の
成
果
を
ま
と
め
る
作
業
が
行
わ
れ
る
べ
き

 
 
こ
と
。

 
五
、
会
議

の
研
究
や
討
議
等
の
範
囲
や
計
画
に
関
し
て
、

ハ
ワ
イ
の
グ

ル
ー
プ
に

 
 
よ

っ
て
準
備
さ
れ
、
そ
の
後
、
印
刷

の
上
配
布
さ
れ
た
声
明
は
、
会
議

の
基
本

 
 
的
指
針
を
示
す
も
の
と
し
て
正
式
に
承
認
さ
れ
、
採
用
さ
れ
た
。

 
六
、
中
央
執
行
委
員
会
は
、

ル
ー
ミ
ス
を
委
員
長
と
し
、
ア

サ

ー

ト

ン
、
デ

ィ

 
 

ー
ン
、
ヤ
ン
グ

（
Y.
Y
a
n
g
）、
原

田

助
、
リ

ー

（S
.
C
.
L
e
e）
、
ア

カ

ナ

 
 
（A
k
a
ik
o
A
k
a
n
a
）、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
R.B
.
A
n
d
erson
）、
ウ

ェ
ー
ヴ
ァ
ー

 
 
（G
a
le
n
W
ea
v
er）
、
ア
ダ
ム
ス

（R
o
m
an
zo
A
d
am
s）
と
い

っ
た
ホ
ノ
ル

 
 

ル
の
準
備
委
員
会
で
構
成
さ
れ
る
。
ア
サ
ー
ト
ン
は
、
中
央
執
行
委
員
会
と
全

 
 
体
委
員
会
双
方
の
議
長
に
任
命
さ
れ
た
。
中
央
執
行
委
員
会
は
、
当
委
員
会
の

 
 
委
員
数
を
ふ
や
す
こ
と
、
お
よ
び
全
体
委
員
会
で
の
承
認
を
十
分
に
受
け
ら
れ

 
 
る
だ
け
の
会
議
の
議
題
に
つ
い
て
の
諸
計
画
作
り
を
進
め
る
権
限
を
委
任
さ
れ

 
 
た
。

 
従

っ
て
、
こ
の
予
備
相
談
会
の
結
果
、
目
的
、
性
格
、
組
織
の
あ
り
方
な
ど
を
含

め
て
、
予
定
さ
れ
る
会
議
の
基
本
像
が
浮
彫
り
に
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
第
五
項
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
た

「
声
明
」
は
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
シ
テ
ィ
で

の
全
体
委
員
会
で
承
認
さ
れ
、
新
た
に
ホ
ノ
ル
ル
に
設
置
さ
れ
た
中
央
執
行
委
員
会

か
ら
太
平
洋
に
臨
接
す
る
諸
国
の
各
Y
M
C
A
あ
て
に
計
画
中
の
会
議
の
概
容
を
示

す
も
の
と
し
て
配
布
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
予
定
の
会
議
を

「太
平
洋
諸
民
族
の
諸
問

題

に
関
す
る
会
議

」
（C
o
n
fere
n
ce
o
n
P
rob
lem
s
o
f
th
e
P
ac
ific
P
eo
p
le
）

と
名
付
け
、
会
議
開
催
の
理
由
、
目
的
、
歴
史
的
背
景
、
現
況
、
会
議
の
精
神
、
範

囲
、
組

織
、
方

法

（
円
卓
会
議
、

フ
ォ
ー
ラ
ム
、
講
演
な
ど
）、
参
加
会
員
な
ど
に

つ
い
て
簡
単
な
説
明
を
行
う
と
同
時
に
、 
「
宗
教
、
教
育
、
経
済
、
政
治
等
の
各
方

面
に
亘
り
、
諸
国
人
相
協
力
し
て
、
太
平
洋
の
諸
問
題
を
攻
究
す
る
」
と
の
案
と
な

っ
て
い
た
。

 
こ
れ
に
続
い
て
、
中
央
執
行
委
員
会
は
、 
「太
平
洋
諸
民
族
の
諸
問
題
に
関
す
る

会
議
」
に
参
加
し
、
協
働
す
る
こ
と
を
勧
め
る
回
章
を
太
平
洋
地
域
の
Y
M
C
A
に

送
る
こ
と
と
な

っ
た
。
そ
の
回
章
に
は
、
会
議
開
催

の
趣
旨
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

 
 

「『
太
平
洋
は
近
年
迄
諸
国
民
間
の
交
通
の
障
碍
で
あ

っ
た
が
、
最

近

に
至

っ

 
て
此
の
状
態
は

一
変
し
、
太
平
洋
は
却
て
交
通
貿
易
上
の
大
通
路
と
な
り
、
殊
に

 
海
底
電
信
と
無
線
電
信
と
の
発
達
が
大
洋
沿
岸
の
諸
国
民
を
し
て
殆
ど
居
な
が
ら



 
に
即
座
の
通
信
を
交
は
し
得
る
に
至
ら
し
め
た
…
…
…
我
等
は
此
の
如
き
新
し
き

 
状
態
に
処
す
る
に
至
り
た
る
も
の
で
あ

る
。
故
に
、
我
等
は
皆
各

々
所
謂
外
国
と

 
外
国
人
と
に
対
し
て
我
等
の
蒙
を
啓
き
、
目
を
明
に
し
、
我
等
の
観
念
を
立
て
直

 
す
べ
き
時
代
』
に
あ
る
事
を
述
べ
、
然
る
に
も
係
ら
ず
、
翻
て
実
状

を
省

る

に

 

『
我
等
は
他
国
人
他
人
種
に
対
し
、
其

の
短
所
を
指
弾
論
難
す
る
に
の
み
急
に
し

 
て
、
人
種
的
反
感
は
却
て
漸
く
頭
を
抬

げ
、
寛
容
融
和
の
態
度
は
却
て
利
己
心
の

 
跳
梁
の
為
め
に
圧
倒
せ
ら
る
る
』
有
様
な
る
を
憂
ひ
、
此
の
如
き
時
代
の
必
要
に

 
応
ず
る
が
為
め
に
、
心
あ
る
者
は
事
態

を
自
然
の
漂
流
に
放
任
し
て
傍
観
す
べ
か

 
ら
ず
、
さ
れ
ば
須
ら
く
、
先
づ
諸
国
の

一
般
民
衆
相
互
の
間
に
十
分
な
る
了
解
の

 
増
進
と
根
本
的
な
る
協
調
の
実
現
を
企
図
す
べ
く
、
か
か
る
誠
実
に
し
て
建
設
的

 
な
る
民
間
の
国
際
的
努
力
に
依
り
、
遂

に
は
各
国
の
政
策
、
施
政
に
迄
実
際
上
の

 
好
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
で
あ

っ
て
、
之
等
を
目
標
と
し
て
進
む
が
此
の
度
の
国
際

 
会
議

の
根
本
精
神
で
あ
る
」

 
 
2
、

エ
ー
ル
・
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
予
備
相
談
会

 

ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク

・
シ
テ
ィ
で
の
予
備
相
談
会
に
お
い
て
大
旨
ホ
ノ
ル
ル
の
準

備
委
員
会

の
案
が
承
認
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
サ
ー
ト
ン
は
、
こ
の
相
談
会

の
結
果
に
今

一
つ
不
十
分
な
も
の
を
感
じ

て
い
た
。
彼
は
、
計
画
委
員
会

（P
la
n
n
-

in
g
C
o
m
m
ittee）

に
参
加
し
て
い
た
デ

イ
ヴ
ィ
ス

（
J.
M
e
rle
D
a
v
is）
と
ホ
ノ

ル
ル
Y
M
C
A
の
ル
ー
ミ
ス
の
助
言
を
受
け
、
太
平
洋
が
真
に
必
要
と
し
て
い
る
の

は
異
文
明
間
の
接
触
や
異
人
種
間
の
交
渉

に
基
づ
く
太
平
洋
地
域
の
問
題
を
め
ぐ
る

国
際
的
相
談
と
研
究
に
専
念
す
る
民
間
の
独
立
的
組
織
以
外
に
な
い
と
の
結
論
に
い

 

（°
）

た

っ
た
。

 

ア
サ
ー
ト
ン
の
こ
う
し
た
考
え
を
披
涯
す
る
機
会
は
、

一
九
二
五
年
二
月
二
二
日

に
訪
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
日
、
前
駐
日
大
使

モ
ー
リ
ス

（R
on
a
ld
S
.
M
o
-

rr
is）
の
発
意
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
本
土

の
予
備
相
談
会
が

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の

エ

ー
ル

・
ク
ラ
ブ

に
お
い
て
開
か
れ
た
。
そ
れ
は
、

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
総
長
ウ
イ

ル

バ
ー
（R
a
y
L
.
W
ilb
u
r）
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

・
タ
イ
ム
ズ
の
フ
ィ
ン
レ
イ
（Jo
h
n

H.
F
in
ley
）
、
Y
M
C
A
総
主
事

モ
ッ
ト
、
著
作
家
兼
評
論
家
ラ
ウ

エ
ル
（C
h
e
ste
r

H.
R
o
w
e
ll）
、
博

愛
事

業

家

ス
ピ

ー

ア

ス
J
.
M
.
S
p
e
e
r
s
）
、

ユ

ニ
オ

ン

・
セ

ミ
ナ

リ

の

ロ
ス

（
G
.A
.
J
o
h
n
s
to
n

R
o
s
s
）
、

ク

ラ

ー

ク
大

学

教

授

ブ

レ

ー

ク

ス

リ

ー

（
G
.H
.
B
la
k
e
s
le
e
）

が

仮

委

員

と

な

っ
て
開

か
れ

、

参

加
者

は

国

際

関

係

、

殊

に

太

平
洋

地
域

の
問

題

に
縁

故

経

験

の
深

い

ア

メ
リ

カ

の
学

会

、

教

育

界

、
実

業

界

、

宗

教

界

の
有

力

者

な

ど

約

四
〇

名

で
あ

っ
た

。

ア

サ

ー

ト

ン
は

、

こ

の
予

備

相
談

会

の
席

上
、

予

定

さ
れ

る
会

議

に

つ
い

て

の
彼

の
考

え

を

明

ら

か

に
し

、

圧

倒

的
支

持

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 
）

を
得

る

こ

と

に
成

功

し

た
。

 

そ

の
こ

と

は
、

こ

の
予

備

相

談

会

に
お

い

て
議

決

さ

れ

た

次

の

二

つ

の
大

綱

の
中
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に
、

ア

サ
ー

ト

ン
の
考

え

が

反

映

さ

れ

て

い
る

こ
と

に
も

示

さ

れ

て

い
る

。

 

一
、

布
哇

の
会

議

に
於

て
、

会

議

の
目

的

遂

行

の
為

め

に
常

設
機

関

を

設

立

す

る

 

 

こ
と

の
可

能

性

を

議

す

べ
し

…

…

…

 

一
、

布
哇

会

議

の
実

行

方

法

に
関

す

る
提

案

 

 

 

 

会

議

の
プ

ロ
グ

ラ

ム
は
各

国

民

間

に
利

害

若

し

く

は
興

味

の
共

通

な

る

点

 

 

 

を
重

視

す

る
方

針

と

し
、

差

異

分

岐

の
点

の
み

を

注

視

せ
ざ

る

べ

き

こ
と

、

 

 

 

会

議

は

論
争

的

な

る

よ

り
も

寧

ろ
報

道

的

教

育

的

な

る

べ
き

こ
と

、

会

議

は

 

 

 

予

め
慎

重

に
蒐

集

せ

る
事

実

に
関

す

る
参

考

資

料

を

利

用

し
得

る
様

に
準

備

 

 

 

す

る

こ
と

、
会

議

中

多

数

の
講

演

に

よ

り
太

平

洋

の
位

置

、

太

平

洋

一
帯

の

 

 

 

地

方

に
於

け

る

共

通

の
利
害

、

沿

岸

諸

国

に
於

て
過

去

十

四
年

間

に
起

れ

る

 

 

 

変

遷

の
詳

細

等

の
説

述

あ

る

よ

う

に
す

べ
き

こ

と

…

…

…

 

こ
れ

ら

の
大

綱

は
、

ハ
ワ
イ

の
中

央

執

行

委

員

会

に
提

出

さ
れ

、

了

承

さ

れ

た
。

従

っ
て
、

エ
ー

ル

・
ク

ラ
ブ

に
お

け

る

ア

メ
リ

カ
本

土

の
予

備

相

談

会

の
場

に

お

い

て
、

ハ
ワ

イ
会

議

の
枠
組

が
形

成

さ

れ

た

と

い
え

る
。

 

右

の
予

備

相

談

会

の

一
つ

の
成

果

と

し

て
、

ウ

イ

ル
バ

ー

の
リ

ー
ダ

ー

シ

ッ
プ

の

も

と

に
、

ア

メ

リ

カ
本

土
側

の
委

員

会

が

ニ

ュ
ー

ヨ
ー

ク

に
組

織

さ
れ

た

こ
と

が

あ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 
 

げ

ら
れ

る
。

そ

れ

は
、

執

行
委

員

と

評
議

員

合

わ

せ

て

三

二
名

か

ら
成

っ
て

い

た
。

た

と
え

ば

、

執

行

委

員

は
委

員

長

に
ウ

イ

ル

バ
ー
、
副

委

員

長
ブ

レ
ー

ク

ス
リ

ー
、

会

計

グ

ラ
イ

ン

ス

（
S
t
a
n
le
y

E
.
G
lin
e
s
）
、

書

記

カ

ー

タ

ー
、

委

員

と

し

て
、

バ

チ
ェ
ル

ダ

ー

（
C
h
a
r
le
s

C
.
B
a
tc
h
e
ld
e
r
）
、

ブ

ロ

ッ
ク

マ
ン
、

フ

ェ
ア

チ

ャ
イ

ル

ド

（H
.
P
.
F
a
irc
h
ild
）
、

フ

ォ

ー
ブ
ズ

（
W

.
C
.
F
o
r
b
e
s
）
、

グ

リ

ー

ン

（
J
a
m
e
s



U
.
G
ree
n
e）
、

マ
ー
テ
ィ
ン

（
M.
W
.
M
a
rtin
）
、

プ
リ
ン
プ
ト
ン
（G
eorg
e
A
.

P
lim
p
ton
）、

ロ
ス
、

ス
ピ
ア
ー
ス
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
（G
eo
rg
e
G
.
W
ilso
n
）
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
評
議
員
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
タ
ウ
ン
政
治
学
会

の
基

金
寄
付
者
バ
ル
ー
ク

（B
ern
a
rd
M
.
B
a
ru
c
h
）
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
総
長

ロ
ー
ウ

H
ル

（L
aw
ren
ce
A

°
L
o
w
e
ll）
を
含
む

一
七
名
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。

 

ア
メ
リ
カ
本
土
側

の
委
員
会
設
立
は
、

そ
れ
ま
で

ハ
ワ
イ
を
中
心
に
し
て
推
進
さ

れ
て
き
た

「
太
平
洋
諸
民
族
の
諸
問
題
に
関
す
る
会
議
」
設
立
の
動
き
に
対
し
ア
メ

リ
カ
本
土
側

の
影
響
力
が
次
第
に
増
大
す

る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
設
立
さ
れ
た
後

の

同
会
議
の
活
動
の
中
心
が
漸
次

ハ
ワ
イ
か
ら

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
移
行
す
る

一
つ
の
重

要
な
契
機
と
な

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
太
平
洋
地
域
の
各
国

の
Y
M
C
A
に
対
し
て
会
議
設
立
の
要
請

を
行
う
提
案
を
ウ
イ
ル
バ
ー
が
そ
れ
ま
で

の
準
備
過
程
に
お
い
て
検
討
さ
れ
た
理
念

や
目
的
を
集
大
成
す
る
形
で
次
の
よ
う
に
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ま
と
め
た
こ
と
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 
I
P
R
は
、
太
平
洋
地
域
の
問
題
に
関
心
を
持

つ
男
女
の
会
員
か
ら
な
る
組
織

 

で
あ
る
。
会
員
は
、
太
平
洋
地
域
の
人

々
の
福
祉
増
進
の
た
め
に
、
政
府
や
他

の

 

い
か
な
る
組
織
の
代
表
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
個
人
と
し
て
会
議

に
参

 
加
す
る
。

 
 
I
P
R
の
事
業
規
模
と
事
業
に
用
い
ら
れ
る
財
源
は
、
主
に
組
織
の
形
態
と
援

 
助
さ
れ
る
額
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
よ
う
。

 
 
I
P
R
の
主
要
な
努
力
は
、
国
際
的

に
重
要
な
事
実
を
蒐
集
し
、
明
ら
か
に
す

 
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
よ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
世
論
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
、
国
際

 
的
調
和
や
好
感
情
を
妨
げ
る
傾
向
の
あ

る
現
行
の
法
律
上
行
政
上
の
諸
手
続
き
の

 
改
善
を
主
張
す
る
こ
と
、
個
人
的
交
際
そ
し
て
経
済
、
教
育
、
社
会
、
政
治
、
道

 
徳
、
宗
教
と
い
っ
た
分
野
の
状
況
を
改
善
す
べ
く
研
究
す
る
こ
と
な
ど
に
よ

っ
て
、

 
国
際
的
友
誼
を
深
め
、
も

っ
て
関
係
諸
国
の
発
展
に
建
設
的
な
寄
与
を
な
し
え
よ

 
う
。

 
 
I
P
R
は
、
そ
の
事
業
を
実
際
的
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
は
、
国

 
際
関
係
に
お
け
る
難
問
の
解
決
や
援
助

の
た
め
の
建
設
的
手
段
を
発
展
さ
せ
る
こ

 

と
に
貢
献
し
よ
う
。

 
 
純
粋
に
学
術
的
な
科
学
的
調
査
、
た
と
え
ば
異
人
種
間
の
結
婚
の
も
た
ら
す
生

 
物
学
的
、
社
会
学
的
影
響
や
財
政
上
困
窮
を
き
た
し
て
い
る
国
に
融
資
す
る
最
良

 
の
方
法
に
つ
い
て
の
調
査
は
、
究
極
的
に
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
が
、
当
面
は
財

 
源
が
許
す
限
り
、
こ
れ
を
行
う
。
そ
う
し
た
事
業
す
べ
て
に
わ
た

っ
て
、
I
P
R

 
は
最
善
か
つ
影
響
す
る
所
の
大
き
い
成
果
を
収
め
る
た
め
に
、
同
様
の
目
的
を
持

 

つ
他
の
組
織
と
の
協
力
も
行
う
で
あ
ろ
う
。

 
ア
メ
リ
カ
本
土
側
の
委
員
会

の
影
響
力
が
次
第
に
増
大
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、

さ
ら
に
、
モ
ー
リ
ス
、
モ
ッ
ト
、
ブ

レ
ー
ク
ス
リ
ー
、
ウ
イ
ル
バ
ー
ら
が
会
議
に
つ

い
て
の
説
明
、
参
加
要
請
、
打
合
わ
せ
な
ど
の
た
め
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
日
本
や

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（15
）

中
国
な
ど
を
訪
れ
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

 
 
3
、

ハ
ワ
イ
会
議

 

ハ
ワ
イ
会
議
の
計
画
は
、
こ
れ
ま
で
に
み
た
経
緯
を
経
て
よ
う
や
く
実
現
の
機
を

熟
す
こ
と
に
な

っ
た
。
ホ
ノ
ル
ル
の
中
央
委
員
会
は
、
会
議
の
名
称
を

「
太
平
洋
諸

民
族
の
諸
問
題
に
関
す
る
会
議
」
か
ら
ウ
イ
ル
バ
ー
が
用
い
た
よ
う
に

「太
平
洋
間

 
 
 
 
 
 
 
 

（6ユ
）

題
調
査
会
」

へ
と
変
更
し
、
会
議
を
ま

っ
た
く
の
独
立
組
織
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
本
土
、
中
国
、
朝
鮮
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、

ハ
ワ
イ
の
Y
M
C
A
に
対
し
、
各

々
男
子
二
〇
名
、
女
子
五
名
を
越
え
ざ
る
非
凡
な
代
表
者
を

ハ
ワ
イ
会
議
に
参
加
さ

せ
る
よ
う
に
改
め
て
招
待
状
を
発
送
し
た
。
こ
う
し
て
、
I
P
R

ハ
ワ
イ
会
議
は
、

一
九
二
五
年
七
月

一
日
か
ら
二
週
間
に
わ
た

っ
て
ホ
ノ
ル
ル
効
外
の
プ

ナ

フ
学

校

（P
u
n
ah
o
u
S
ch
o
ol）
で
開
催
さ
れ
る
運
び
に
な

っ
た
。
中
央
委
員
会
は
、
そ
れ
に

向
け
て
、
数
個
の
小
委
員
会
を
設
け
、
事
務
の
分
担
を
明
確
に
さ
せ
た
。
そ
の
分
担

を
担
当
し
た
の
は
、
ア
サ
ー
ト
ン
を
中
心
に

ハ
ワ
イ
大
学
総
長
デ

ィ
ー
ン
、
同
教
授

原
田
助
、
ウ
エ
ー
ヴ

ァ
ー
、
ル
ー
ミ
ス
、
李
紹
昌
の
六
名
で
あ
る
。

 
な
お
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
I
P
R
の
準
備
過
程
に
お
い
て
、
会
議
の
目
的
が
初

期
の
宗
教
的
目
的
か
ら
逸
れ
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Y
M
C
A
の
指
導
者
は

I
P
R
設
立
の
構
想
や
目
的
に
感
銘
し
、
I
P
R
が
独
立
し
た
団
体
と
し
て
活
躍
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（∬
）

き
る
よ
う
に
指
導
権
を
放
棄
し
た
。



 

ハ
ワ
イ
側
の
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
し
て
、
太
平
洋
に
臨
接
す
る
諸
国
の
間
で
は
、

I
P
R
の
目
的
と
も

一
致
す
る
こ
と
だ
が
、
東
西
間
の
軋
轢

の
深
刻
化
し
た
情
勢
に

対
処
す
る
た
め
に
は
正
確
な
情
報
の
交
換
と
冷
静
な
討
議
が
重
要
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
。

従

っ
て
、
招
待
を
受
け
た
各
国
の
Y
M
C
A
は
、
各

々
の
立
場
か
ら
関
心
あ
る

問
題
に
つ
い
て
の
主
張
を
行
う
機
会
が
得
ら
れ
る
と
の
判
断
に
基
づ
い
て
、
代
表
団

体

（G
rou
p）

を
組
織
し

ハ
ワ
イ
に
派
遣
し
た
。

 

ハ
ワ
イ
会
議
は
、
全
体
討
議
、
円
卓
会
議
そ
し
て
公
開
講
演
の
形
式
で
、
予
定
通

り
二
週
間
に
わ
た

っ
て
開
催
さ
れ
た
。
関

心
の
中
心
は
、
人
種
問
題
、
移
民
問
題
、

そ
し
て
中
国
の
不
平
等
条
約
撤
廃
問
題
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
他
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
朝

鮮
の
独
立
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
討
議
に
つ
い
て
は
、
本

稿
の
目
的
か
ら
逸
れ
る
た
め
別
稿
に
譲
る

こ
と
と
し
た
い
。
会
議
自
体
は
、
プ

ロ
グ

ラ
ム
に
つ
い
て
の
各
代
表
団
体
の
準
備
不
足
か
ら
、
必
ず
し
も
十
分
な
予
備
知
識
に

裏
付
け
ら
れ
た
充
実
し
た
討
議
が
行
わ
れ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
面
も
あ

っ
た
が
、

民
間
レ
ヴ

ェ
ル
で
の
接
触
と
友
誼
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
各
国
の
新
聞
社

な
ど
か
ら
の
注
目
を
集
め
宣
伝
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
民
間
の
独
立

組
織
と
し
て
の
存
在
及
び
事
業
を
行
う
上

で
必
要
な
資
金
を
調
達
で
き
た
こ
と
な
ど

か
ら
、
全
体
と
し
て
み
た
場
合
に
は
、
成
功
裏
に
幕
を
閉
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い

え
る
。

（
1
）
 
な
お
、

一
九
二
四
年
七
月
二
四
日
付

の
ア
サ
ー
ト

ン
か
ら
埴
原
正
直
駐
米
大
使

に
宛

 

て
た
書
簡

の
中
で
は
、
会
議

の
雰
囲
気
を
円
満
な
も
の
と
す

る
た
め
に
、
そ

の
目
的
を
太

 
平
洋
諸

国
民

の
接
触
問
題
と
将
来

の
提
携

に
つ
い
て
考
究
す

る
こ
と
と
改

め
、 

「
軋
轢

」

 
を
力
説
す

る
の
を
止
め
る
旨
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
事
実
、
そ
れ
以
後
、
準
備
委
員
会
、

 
中
央
事
務
局
等

に
お

い
て
は

「
軋
轢

」
の
表
現
は
用

い
ら
れ
な
く
な

っ
た
。

こ
の
件

に
つ

 

い
て
は
、
渋
沢
青
淵
記
念
財
団
竜
門
社
編

『
渋
沢
栄

一
伝
記
資
料
』
 
（渋
沢
栄

一
伝
記
資

 
料
刊
行
会
、

一
九
六

一
年
）
第
三
七
巻
、
四
六

一
頁
参

照
。

（
2
）
 
H
o
n
o
lu
l
u
S
es
s
io
n

p
.
1
2
参
照
。

（
3

）

I
b
i
d
°

（
4
）
 
高
木
八

尺

「
太
平
洋
関
係
調
査
会

の
設
立
に
就

て
」
（『
外
交
時
報
』

一
九

二
五
年

一

 
〇
月

一
五
日
号
、
第
五
三
巻
、
六

一
頁
）
参
照
。

（
5
）

H
o
o
p
e
r,
o
p
.
c
it.,
p
°
1
1
1
参

照
。

（
6
）

H
o
n
o
lu
l
u

S
e
s
s
io
n
,
p
p
.
1
2
-
1
3゚

（
7
）
 

沢

柳
、

前

掲

書

、

二
頁

。

（
8
）
 

同

右
書

、

二
－
三

頁
。

（
9
）

H
o
o
p
e
r
,
o
p
.
c
i
t.
,p
.
1
1
1
参

照

。

（
1
0） 

I
b
id
.

（
1
1） 

I
b
id
.

（
12
）
 

沢

柳

、
前

掲

書

、

四

ー

五
頁

。

（
13
）
 
同

右

書
、

五

頁

。

（
14
）
 

H
on
o
lu
lu

S
e
ss
ion
,
p
p
.
2
6
-
2
7
.

（
15
） 

各

国

の
Y

M

C

A

に
対

し

て
も

同

様

の

こ
と

と

思

わ
れ

る
が

、
会

議
を

よ

り
内

容

の

 

あ

る

も

の
と

す

る
た

め

に
、

出

席

者

に

つ

い
て

は
、 

「
力

量

及
勢

力

に
於

て
平

凡

な

る

人

 

々

の
出

席

を

得

ん

よ

り

は
、

非
凡

な

る
代
表

者

」
 

「
第

一
流

の
有

力

者

」

を
要

請

し

た

。

 

竜

門

社
、

前

掲

書

、

四
五

五

、

四

六

四
頁

参

照
。

（
16
）
 

日
本

側

は
、
当

初

I

P

R
を

太
平

洋

問

題

協
議

会

と

呼

び
、

太

平

洋

問

題

調
査

会

と

 

呼

ぶ
よ

う

に
な

っ
た

の

は
、

一
九

二

五
年

七

月

の

ハ
ワ

イ
会

議

（第

一
回

）

が
終

了

し

て

 

か
ら

の

こ
と

で
あ

る
。

（
17
）
 

H
o
o
p
e
r
,
o
p
.
c
it.,
p
.
1
1
3
参

照
。

（
18
）

緒

方

貞

子

「
国

際

主

義

団
体

の
役

割

」
 

（細

谷

千

博

・
斎

藤

真

・
今

井

清

一
・
蝋

山

 
道

雄
編

『
日
米
関
係
―

開
戦

に
至
る

一
〇
年

（
一
九
三

一
―
四

一
年
）
』
東
京
大

学

出

 
版
会
、

一
九
七

一
年
、
第
三
巻
、
三

一
三
頁
）
参
照
。

（
19
） 
代
表
団
体
を
D
e
l
e
gat
io
n

と
い
う
名
称
を
用

い
な

い
で
単

に

G
r
o
u
p
と
し
、
派

 

遣
代
表
員
を
呼
ぶ
の
も

D
e
le
g
a
te
と
言
わ
ず

に
m
e
m
b
e
rと

い
う
名
称
を
用

い
た
の

 

は
、
個
人

の
資
格
に
お
い
て
各

々
I
P
R
の
会
員
と
し
て
共
通

の
目
的
の
た
め
に
貢
献
す

 

る
こ
と
を
期
待
し
た
こ
と

に
よ
る
。

こ
の
件

に

つ
い
て
は
、
沢
柳
、
前
掲
書
、
八
一

九
頁

 

参
照
の
こ
と
。

（
20
） 

I
P
R
の

一
九
二
五
年
度

の
予
算
は
、
全
体

で
七
五
、
○
○
○
ド

ル
で
、
そ

の
中
の

 

二
五
、
七
〇
〇
ド

ル
が

ハ
ワ
イ
で
調
達
さ
れ
、

二
五
、
○
○
○

ド

ル
が

ア
メ
リ
カ
本
土
に

 

お
け
る
個
人
、
協
会
、

ロ
ッ
ク
フ

ェ
ラ
ー
、

カ
ー
ネ
ギ
ー
と

い

っ
た
財
団
な
ど
の
寄
付

で

 

補
わ
れ

た
。
そ

の
残

り
は
、
七
カ
国
の
各
国

I
P
R
で
負
担
し
た
。

日
本

の
場
合

は
、

ハ

 

ワ
イ
会
議

へ
の
参
加
費

用
が
三
〇
、
○
○
○
円
で
あ

っ
た
。
そ
の
費
用

は
、
外
務
省
補
助

 

二
〇
、
○
○
○
円
、
三
井

・
岩
崎
家
よ
り
の
補
助
五
、
○
○
○
円
、
渋

沢

栄

一
の

補

助



1
'
0
0
0
円
、
そ
れ

に
渋
沢
栄

一
が

日
米
関
係
委
員
会
会
員
八
名
に
補
助
を
呼
び
か
け

て
集

め
た
四
、
○
○
○
円
、
計
三
〇
、
○
○
○
円
で
ま
か
な
わ
れ
た
。
詳
し
く
は
、
沢
柳
、

前
掲
書
、
三
九
頁
と
竜
門
社
、
前
掲
書
、

四
八
五
頁
参

照
の
こ
と
。

 
第
三
章
 
I
P
R
の
制
度
化

 
 
1
、
I
P
R
の
恒
久
化

 
既
に

エ
ー
ル

・
ク
ラ
ブ
で
の
予
備
相
談
会
に
お
い
て
議
決
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
が
、
七
月
一
一

日
午
前

の
全
体
会
議
に
お
い
て
諸
委
員
会
の
報
告
が
行
わ
れ
、
そ

の
中
で
、
永
続
的
組
織
委
員
会

の
報
告
に
基
づ
い
て
I
P
R
を
永
続
の
組
織
と
す
る

こ
と
が
満
場

一
致

で
決
議
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
場
に
お
い
て
甲
太
平
洋
問
題
調
査

会
の
目
的
及
び
活
動
の
範
囲
、
乙
そ
の
組
織
、
丙
財
政
計
画
の
三
点
か
ら
な
る
次
の

 
 
 
 
 
 

Cam
）

要
領
が
決
定
さ
れ
た
。

 
 
 
 
甲
イ
ン
ス
チ
チ
ユ
ー
ト
の
目
的

及
活
動

の
範
囲

 

一
、 
「
太
平
洋
問
題
調
査
会
」
In
stitu
te
of
P
a
c
ific
R
e
la
tion
s
は
、
太
平
洋

 
 
地
方
に
対
し
て
深
き
興
味
を
有
す
る
男
女
が
政
府
又
は
其
の
他
の
団
体
の
代
表

 
 
者
た
る
資
格
を
以
て
せ
ず
個
人
と
し
て
関
係
諸
国
民

の
福
祉
を
増
進
せ
ん
が
為

 
 
め
に
、
会
合
し
協
同
す
る
団
体
な
り
。

 
二
、 
「
イ
ン
ス
チ
チ
ユ
ー
ト
」
の
活
動

の
範
囲
及
其
の
方
法
は
調
査
会
の
組
織
の

 
 
形
式
並
に
之
を
支
持
す
る
財
政
状
態

に
依
り
て
決
定
せ
ら
る
る
可
き
も
の
と
す
。

 
三
、 
「
イ
ン
ス
チ
チ

ユ
ー
ト
」
の
主
要
な
る
努
力
は
、
国
際
的
重
要
義
あ
る
各
般

 
 

の
事
実

の
蒐
集
及
開
明
を
為
し
か
か
る
事
実

の
知
識
の
普
及
に
よ
り
て
世
論
の

 
 
啓
発
を
計
り
、
以
て
関
係
諸
国
の
進
歩
を
援
く
る
為
め
に
建
設
的

の
貢
献
を
為

 
 
さ
ん
と
す
る
こ
と
、
現
行
の
法
律
又

は
行
政
上
の
手
続
き
迄
に
国
際
間
の
協
調

 
 
及
親
善
を
阻
碍
す
る
が
如
き
も
の
あ

る
時
は
之
等
の
改
善
を
慫
慂

す
る
こ
と
、

 
 
議
会
直
接
の
目
的
と
し
て
は
個
人
的
交
友
接
近
に
依
り
、
又
経
済
、
教
育
、
社

 
 
会
、
道
徳
及
宗
教
の
各
方
面
の
状
況

の
改
善
を
目
的
と
す
る
研
究
に
依
り
、
国

 
 
際
的
友
誼
の
増
進
を
図
る
こ
と
、
等

に
力
を
注
が
る
可
し
。

四
、 
「
イ
ン
ス
チ
チ
ユ
ー
ト
」
は
其
の
活
動
を
常
に
実
際
的
な
ら
し
む
る
こ
と
を

 
期
し
、
依
之
国
際
関
係
の
難
問
を
除
去
し
、
又
有
用
な
る
建
設
的
手
続
を
画
策

 
す
る
こ
と
に
直
接
の
援
助
と
な
ら
ん
こ
と
を
期
す
。

五
、
科
学
的
研
究
に
し
て
其
の
窮
極
の
価
値
は
甚
大
な
り
と
雖
も
、
現
在
に
於
て

 
は
純
学
術
的
の
意
義
を
有
す
る
の
み
な
る
問
題
、
例

へ
ば
異
人
種
間
の
雑
婚
の

 
生
理
学
的
及
社
会
学
的
結
果
、
或
は
資
金
を
要
す
る
国
に
貸
付
を
な
す
に
当
り

 
て
探
る
可
き
借
款
の
最
良
方
法
、
等
の
如
き
問
題
に
就
き
本
調
査
会
は
其
の
財

 
政

の
許
す
限
り
学
術
的
探
究
の
遂
行
を
企

つ
可
し
。

六
、 
「
イ
ン
ス
チ
チ
ユ
ー
ト
」
は
其
の
活
動
の
如
何
な
る
方
面
に
於
て
も
他
に
類

 
似

の
目
的
を
有
す
る
機
関
あ
る
時
は
此
と
協
力
し
、
か
く
す
る
事
に
依
り
最
善

 
に
し
て
徹
底
的
な
る
効
果
を
収
む
る
事
を
期
す
可
し
。

 
 
 
乙
イ
ン
ス
チ
チ

ユ
ー
ト
の
組
織

一
、
F

・
C

・
ア
サ
ー
ト
ン
、
鶴
見
祐
輔
、
温
世
珍
、
Ｉ

・
ネ
ル
ソ
ン
及
び
R

・

 
L

・
ウ
イ
ル
バ
ー
の
五
氏
を
以
て
成
る
臨
時
組
織
準
備
委
員
会
を
任
命
し

（之

 
に
自
ら
欠
員
を
補
欠
す
る
権
限
を
与

へ
）
而
し
て
此
の
委
員
会
を
し
て
以
下
掲

 
ぐ
る
が
如
き
要
綱
に
基
き
永
続
的
な
る

「太
平
洋
問
題
調
査
会
」
の
組
織

の
任

 
に
当
ら
し
む
る
事
。

二
、 

「
イ
ン
ス
チ
チ
ユ
ー
ト
」
の
主
要

の
活
動
及
び
役
員
任
命
の
権

限

は
定

期

 

（成
る
可
く
二
年
毎
に
開
か
る
る
会
議
）
に
在
す
る
も
の
と
す
。

三
、
臨
時
組
織
準
備
委
員
会
は

「
イ
ン
ス
チ
チ

ユ
ー
ト
」
の
最
初
の
評
議
員
を
指

 
名
す
べ
し
該

「評
議
員
会
」
は
次
回
の
会
議
迄
其
の
職
を
務
む
べ
く
、
第

二
回

 
以
後
は
会
議
毎
に
同
様
の
方
法
に
依
り
次
回
迄
を
任
期
と
す
る
評
議
員
を
選
任

 
す
べ
し
。

四
、 
「評
議
員
会
」
の
指
揮
の
下
に
、
常
設
中
央
事
務
局

P
erm
a
n
e
n
t
C
en
tra
l

 
S
e
cretar
ia
t
及
び
成
る
べ
く
は

「調
査
事
業
主
任
」
R
e
sea
rc
h
D
irec
to
r
を

 
置
き
、
実
際
事
務
に
当
ら
し
む
。
之
等
の
機
関
は
小
雑
誌
を
出
版
し
、
参
考
書

 
目
録
を
調
製
発
行
し
、
或
は
調
査
委
員
会
を
組
織
し
、
会
議
を
召
集
し
其
他

一

 
般
に
中
央
に
あ
り
て
交
換
所
の
役
を
務
む
。

五
、 
「
イ
ン
ス
チ
チ

ユ
ー
ト
」
の
評
議
員
会
が
任
命
さ
れ
た
る
と
き
は
、
調
査
の



 

 

遂

行

、
会

議

の
出

席

者

の
選

択

、

其

他

一
般

に

「
イ

ン

ス

チ

チ

ユ
ー

ト
」

の

目

 

 

的

の
遂

行

の
為

め

に
夫

々
の
団

体
G
r
o
u
p
の
組

織

を
務

む

べ
き

も

の
と

す

。

 

 

 

 

丙

財

政

の
計

画

 

一
、 

「
イ

ン

ス
チ

チ

ユ
ー

ト
」

の
事

業

の
継

続

の
為

め

に
毎

年

七

万

五

千
弗

の
予

 

 

算

を
見

積

り

五

カ
年

分

丈

け

を
経

営

費

に
充

つ
る

基

金

と

し

て

調
達

す

る

こ

と

 

 

に

つ
と

め
、

且
将

来

の
会

議

等

に
関

し
今

回

の
会

議

の
経

験

に

基

き

別

に
予

算

 

 

を

設

け

て
資

金

の
準

備

を

な
す

こ

と
。

 

二
、 

「
評
議

会

」

は

正
当

と
認

む

る
調

査

事

務

に
対

し

資

金

の
寄

付

を
受

く

る
権

 

 

限

あ

る

も

の
と

す
。

 

 

2

、

I

P

R

の
組

織

 

要

領

の
決

定

に

よ

っ
て
、

I

P

R

の
輪

郭

が

明

確

化

さ

れ

た

。

次

に

必
要

と

さ
れ

た

こ
と

は

、

I

P

R

を
恒

久

的

機

関

と
す

べ
く

組

織

の
確

立

を

図

る

こ
と

で
あ

っ
た
。

そ

の
任

務

は
、

右

規

約

乙
第

一
項

に
基

づ

い

て
、

ア

サ

ー

ト

ン
、

鶴
見

祐

輔

、

温

世

珍

、

Ｉ

・
ネ

ル

ソ

ン

（
I.
N
e
ls
o
n
）
及

び

ウ
イ

ル
バ

ー

の
五

名

に

よ

っ
て
組

織

さ
れ

る

臨

時
組

織

準

備

委

員

会

に
委

ね

ら

れ

た

。

こ

の
委

員

会

は

、

具

体

的

に

は
中

央

委

員

会

（
P
a
c
ific
C
o
u
n
c
il）
を

創

立

し

、

事

務

所

を

開

設

し

、

二
年

後

の
第

二

回
会

議

の
た

め

の
資

金

を
集

め
、

そ

の
準

備

を

行

う

こ
と

を

任

務

と

し

た

。

一
九

二

七
年

ま

で
に
、

中

央

委

員

会

は

ホ

ノ

ル

ル
、

サ

ン

フ
ラ

ン

シ

ス

コ
に
お

い
て

計

三

回
会

議

を
開

催

し
、

幹

事

と

し

て

ル
ー

ミ

ス
と

デ

イ
ヴ

ィ
ス
を

任

命

し

、

さ

ら

に
後

に

は
、

研
究

部

主
任

と

し

て

ニ
ュ
ー

ジ

ー

ラ

ン
ド

の

コ
ン
ド

リ

フ

（
J
.
B.
C
o
n
d
liff
e
）
を

任

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

（2
）

命

し

た
。

ま

た
太

平

洋

に
臨

接

す

る
諸

国

に
お

け

る

I

P

R

の
設

立

に

も
努

力

し

た
。

 

そ

の
間

に
、

日
本

、

ア

メ
リ

カ
本

土

、

中

国

、

カ

ナ
ダ

、

オ

ー

ス
ト

ラ

リ

ア
、

ニ

ュ
ー
ジ

ー

ラ

ン
ド

に

お

い

て

I

P
R

が

組

織

さ

れ

、

オ

ー

ス

ト

ラ

リ

ア
に

お

い

て

は

メ

ル
ボ

ル

ン
と

シ
ド

ニ
ー

の

ニ

ヵ
所

に
、

カ

ナ
ダ

に

お

い
て

は

モ

ン
ト

リ

オ

ー

ル
、

ト

ロ
ン
ト
、

バ

ン
ク

ー
バ

ー

の

三

ヵ
所

に
、

ニ

ュ
ー
ジ

ー

ラ

ン
ド

に

お

い

て

は

ウ

エ

リ

ン
ト

ン
、

オ

ー

ク

ラ

ン
ド

、

ク

ラ

イ

ス

ト

チ

ャ

ー

チ

の
三

ヵ
所

に
組

織

さ

れ

る

こ

と

に

な

っ
た
。

そ

れ

ら

の
中

、

統

轄

的

中

央

機

関

が

設

立

さ

れ

た

の
は
、

日
本

、

ア

メ
リ

カ
、

中

国

の

三

カ
国

で
あ

る
。

以

上

に
加

え

て

、

地
方

的

に

ハ
ワ
イ
、

京

城

、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cam
）

マ
ニ
ラ
に
お
い
て
も
調
査
会
が
組
織
さ
れ
た
。

 

こ
れ
ら
各
国
の
I
P
R
理
事
長
と

ハ
ワ
イ
の
中
央
執
行
委
員

会

（C
en
tra
l
E
x
-

e
cu
tiv
e
C
om
m
itte
）
の
代
表
者
に
よ

っ
て

中
央
理
事
会
が

組
織
さ
れ
、
I
P
R

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（4
）

を
統
轄
す
る
機
関
と
な

っ
た
。
そ
の
理
事
は
以
下
の
人
々
で
あ

っ
た
。

 
理
事
長
 
 
ウ
イ
ル
バ
ー

（
ア
メ
リ
ヵ
）

 
副
理
事
長
 
ア
サ
ー
ト
ン

（
ハ
ワ
イ
）

 
 
 
 
 
 

マ
カ
ラ
ム

（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
）

 
 
 
 
 
 
ボ
ー
ル
デ

ン

（
カ
ナ
ダ
）

 
 
 
 
 
 
余
日
章

（中
国
）

 
 
 
 
 
 
井
上
準
之
助

（
日
本
）

 
 
 
 
 
 

ア
レ
ン

（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）

 
中
央
理
事
会
は
、
I
P
R
の
実
務
執
行
を
目
的
と
し
て
、
委
員
長
を
ア
サ
ー
ト
ソ

と
し
、
そ
の
他

ハ
ワ
イ
在
住
の
人

々
を
委
員
と
す
る
中
央
執
行
委
員
会
委
員
を
改
め

て
任
命
し
た
。
こ
う
し
て
、
太
平
洋
問
題
調
査
会
の
組
織
は

一
応

の
完
成
を
み
た
の

で
あ
る
。

 
中
央
理
事
会
は
、

一
九
二
七
年
七
月
の
第
二
回

ハ
ワ
イ
会
議
開
催
前
か
ら
会
期
中

に
わ
た

っ
て
、
都
合
五
回
開
か
れ
、
次
回
会
議
役
員
及
び
開
催
地
の
決
定
、
事
業
、

規
約
、
会
費

の
分
担
、
理
事
会
役
員
選
挙
、
参
加
を
新
た
に
勧
誘
す
べ
き
国

（
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
、
メ
キ
シ
コ
、
南
米
諸
国
、
蘭
領
東
イ
ソ
ド
）
の
検
討
な
ど
の
問
題
が
協
議

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（5
）

さ
れ
た
。
こ
れ
に
出
席
し
た
各
国
の
代
表
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

 

（豪
 
州
）

 
 

エ
フ
、
ダ
ブ

ル
ユ
ー

・
エ
ッ
グ

ル
ス
ト
ー
ン
 
 
ヴ

ィ
ク
ト
リ
ア
前
鉄
道
大
臣
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
検
事
長

 
 

ミ
ス

・
パ
ー
シ
ャ
・
シ
ー

・
キ
ャ
ン
ベ
ル
 
 
ニ
ュ
ー
サ
ウ
ス

・
ウ

エ
ー
ル
ズ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
産
業
委
員
会
研
究
部
員

 

（
キ
ヤ
ナ
ダ
）

 
 

サ
ー

・
ア
ー
サ
ー

・
カ
レ
ー
 
 
前
カ
ナ
ダ
出
征
軍
総
指
揮
官
、
現

マ
ギ
ル
大

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学
総
長

 
 
ジ

ョ
ン

・
ネ
ル
ソ
ン
 

 
キ
ヤ
ナ
ダ

・
サ
ン
生
命
保
険
会
社



 

（支
 
那
）

 
 
余
 
日
 
章
 
 
中
国
基
督
教
青
年
会
全
国
協
会
総
幹
事

 
 
陳
 
立
 
廷
 
 
同
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

幹
事

 

（英
 
国
）

 
 

サ
ー

・
フ
レ
デ

リ
ッ
ク

・
ホ
ワ
イ
ト
 
 
前
印
度
国
民
議
会
議
長

 
 

ラ
イ
オ
ネ
ル

・
カ
ー
テ
ィ
ス
 
 
英

国
国
際
問
題
協
会
幹
事
長

 

（
ハ
ワ
イ
）

 
 

フ
ラ
ン
ク

・
シ
ー

・
ア
サ
ト
ン
 
 

キ
ャ
ッ
ス
ル
・
ク
ッ
ク
会
社
副
社
長
支
配

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人

 

（日
 
本
）

 
 
沢
柳
政
太
郎
 
 

（
七
月

二
二
日
以
後
は
石
井
徹
代
る
）

 
 
斉
藤
惣

一

 

（
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）

 
 

ビ
ュ
ー

・
シ
ー

・
テ
ネ
ン
ト
 
 

（後
ウ
ォ
ー
ル
タ
ー

・
ナ
ッ
シ
ュ
氏
代
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
労
働
党
幹
事
）

 

（北
米
合
衆
国
）

 
 

レ
イ

・
ラ
イ

マ
ン

・
ウ
イ
ル
バ
ー
 
 

ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
総
長

 
 
イ
ー

・
シ
ー

・
カ
ー
タ
ー
 
 
北
米
合
衆
国
太
平
洋
問
題
調
査
会
名
誉
幹
事

 
 
此
外
幹
事
長
ジ

ェ
ー
・
マ
ー
ル
・
デ

ヴ
ィ
ス
、
幹
事
チ
ャ
ー
ル
ズ

・
エ
フ

・
ル

 
 

ー
ミ
ス
、
調
査
部
主
任
ジ

ェ
ー

・
ビ
ー

・
コ
ン
ド
リ
ン
フ
列
席
す
。

 
な
お
、
そ
れ
以
後

の
太
平
洋
問
題
調
査
会
の
活
動
に
大
き
な
意
義
を
持
つ
こ
と
で

あ
る
が
、

カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ソ
ド

（以
上
イ
ギ
リ
ス
自

治
領
）

の
要
望
に
基
づ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
も
調
査
会

へ
の
勧
誘
状
が
出
さ
れ
た
結

果
、
第

二
回

ハ
ワ
イ
会
議
か
ら
チ
ャ
タ
ム

・
ハ
ウ
ス
（C
h
a
th
a
m

H
ou
se
）
を
本
拠

と
す
る
王
立
外
交
調
査
会

（R
o
y
a
l
In
s
titu
te
of
In
tern
a
tio
n
a
l
A
ff
a
irs）
が

一
団
体
と
し
て
加
入
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

 
 
3
、
I
P
R
の
基
本
規
約

 
中
央
理
事
会
で
協
議
さ
れ
た
問
題
の
中
、
太
平
洋
問
題
調
査
会
規
約
制
定
の
問
題

は
、
第

一
回
の

ハ
ワ
イ
会
議
以
来
残
さ
れ
て
い
た
懸
案

で
あ

っ
た
。
従

っ
て
、
第
二

回

ハ
ワ
イ
会
議
開
催
の
数
ヵ
月
前
か
ら
、
幹
事
長
以
下
中
央
執
行
委
員
は
、

ハ
ワ
イ

の
会
員
の
援
助
を
得
て
規
約
の
起
草
作
業
を
行

っ
て
い
た
。
中
央
理
事
会
は
、
そ
の

成
果
を
基
礎
に
前
後
数
回
に
わ
た
っ
て
研
究
討
議
を
重
ね
た
結
果
、
専
門
家
に
よ
る

小
委
員
会
を
組
織
し
、
こ
れ
に
検
討
を
委
ね
る
こ
と
が
適
当
と
の
結
論
に
い
た

っ
た
。

こ
れ
に
基
づ
い
て
、
ア
ー
サ
ー
、
カ
リ
イ
、
グ
リ
ー
ン
、
デ

ィ
ヴ
ィ
ス
、
洪
業
、
高

柳
賢
三
の
五
名
か
ら
成
る
規
案
起
草
委
員
会
が
組
織
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
起
草

委
員
会
で
は
、
中
央
執
行
委
員
会
の
作
成
し
た
草
案
を
基
礎
に
検
討
を
行

っ
た
。
し

か
し
、
こ
の
草
案
が
い
さ
さ
か
詳
細
す
ぎ
る
と
の
判
断
に
達
し
、
さ
ら
に
簡
単
な
草

案
を
作
成
し
た
。
こ
れ
は
、
中
央
理
事
会
に
提
出
さ
れ
、
多
少
の
修
正
を
加
え
ら
れ

た
後
、
完
成
を
み
、
七
月
二
九
日
の
中
央
理
事
会
の
最
後
の
会
合
に
お
い
て
日
本
、

中
国
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
カ
ナ

ダ
の
各
首
席
代
表
に
よ

っ
て
署
名
さ
れ
た
。 
「太
平
洋
問
題
調
査
会
基
本
規
約
」
の

主
な
条
項
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

 
 
 
 
太
平
洋
問
題
調
査
会
基
本
規
約
 
 （抜
粋
）

 
 
 
第

一
条
 
名
 
 
称

 
 
本
会

ノ
名
称

ハ
太
平
洋
問
題
調
査
会
ト
ス

 
 
 
第
二
条
 
目
 
 
的

 
 
本
会

ハ
太
平
洋
諸
国
民
ノ
相
互
関
係
改
善

ノ
為

メ
其
事
情

ヲ
研
究

ス
ル
コ
ト
ヲ

 
 
目
的
ト
ス

 
 
 
第
三
条

会

 
員

 
 

一
、
太
平
洋
問
題
調
査
会

ハ
本
規
約

ニ
代
表
者

ノ
氏
名
ヲ
付
記

セ
ル
国
家
単
位

 
 
 
及
び
将
来
本
規
約
ノ
定
ム
ル
ト

コ
ロ
ニ
ヨ
リ
会
員
ト
シ
テ
加
入

ス
ル
コ
ト
ア

 
 
 

ル
ヘ
キ
他
ノ
国
家
単
位

ヨ
リ
成

ル
右

ノ
構
成

二
就
テ

ハ
本
規
約
ノ
他
ノ
条
項

 
 
 
ノ
適
用
ヲ
受
ク

 
 
ニ
、
本
条
第

一
項

ニ
所
謂
国
家
単
位
ト

ハ
太
平
洋
内

ニ
存

シ
又

ハ
之

ニ
臨
ミ
或

 
 
 

ハ
又
太
平
洋
内

ニ
自
治
領

・
植
民
地

・
属
領

・
領

（委
任
統
治
地
域
タ
ル
ト

 
 
 
否
ト
ヲ
問

ハ
ズ
）
ヲ
有
ス
ル
主
権
国
又

ハ
自
治
国
内

ニ
存

ス
ル
本
会

ノ
為

メ

 
 
 

ニ
組
織
セ
ラ
レ
タ
ル
国
内
理
事
会
又

ハ
本
会
ト
同
様

ノ
目
的
ヲ
有

ス
ル
団
体



 

ニ
シ
テ
本
規
約

ニ
ヨ
リ
組
織
セ
ラ
ル
ル
中
央
理
事
会

ニ
ヨ
リ
会
員
ト
シ
テ
承

 
認
加
入
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ヲ
云

フ
各
組
成
国

ハ
一
個
ノ
国
内
理
事
会
又

ハ
之

ニ

 
準

ス
ル
団
体

（以
下
国
内
理
事
会

ト
呼

フ
）
ヲ
有
ス
国
内
理
事
会

ヲ
作

ル
ニ

 
至
ラ
サ
ル
有
資
格
国

ニ
ハ
中
央
理
事
会
ノ
承
認
ヲ
経
テ
独
立
ノ
地
方
的
団
体

 
ヲ
組
織

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

三
、
本
会

ノ
諸
会
議

ニ
於
テ
本
条
第

二
項

ニ
規
定
ス
ル
有
資
格
国
内

ニ
存

ス
ル

 
異

レ
ル
人
種
的
又

ハ
地
域
的
諸
団
体
ノ
完
全
ナ
ル
自
己
表
現

ヲ
奨
励

ス
ル
為

 
メ
中
央
理
事
会
及
ビ
事
務
局

ハ
右
国
家
ノ
国
内
理
事
会
ノ
同
意

ヲ
得
テ
諸
会

 
議

ニ
於
ル
其
代
表
及

ヒ
参
加
準
備

ノ
為

メ
右
諸
団
体
ト
直
接

ニ
交
渉
ヲ
為

ス

 

コ
ト
ヲ
得

 
 

（第
四
項
省
略
）

 
第
四
条
 
中
央
理
事
会

一
、
本
会

ハ
各
国
内
理
事
会

ニ
依
リ
任
命

セ
ラ
レ
タ
ル
一
人
ノ
理
事
及
ビ
評
議

 
員
会
議
長
ヲ
以
テ
組
織

セ
ラ
ル
中
央
理
事
会
之
ヲ
統
轄
ス
中
央
理
事
会

ノ
理

 
事

ハ
各
々

一
票

ノ
表
決
権

ヲ
有

ス

二
、
中
央
理
事
会

ノ
役
員

ハ
議
長
第

一
副
議
長
第
二
副
議
長

ヨ
リ
成
ル
右
議
長

 
副
議
長

ハ
当
然
本
会

ノ
議
長
及
ビ
副
議
長
ト
ナ
ル
議
長
及
ビ
副
議
長

ハ
定
時

 
会
議
中
又

ハ
定
時
会
議
後

ノ
延
期
会
合

ニ
於
テ
理
事
会

ニ
依
リ
選
任

セ
ラ
レ

 
次
ノ
定
時
会
議

ノ
終
了
又

ハ
其
後
任
者
ノ
選
任
ア
ル
マ
テ
其
職
務

ヲ
行
フ
中

 
央
理
事
会

ハ
本
会

ノ
事
務
局
長
及

ビ
会
計
主
任
ヲ
任
命
ス
事
務
局
長

ハ
中
央

 
理
事
会
ノ
書
記

ト
シ
テ
ノ
職
務
ヲ
行

フ

三
、
中
央
理
事
会

ノ
定
時
会
合

ハ
本
会
会
議

ノ
期
間
中
会
議
ノ
行

ハ
ル
ル
場
所

 

二
於
テ
之
ヲ
開

ク
理
事
会
議
長

ハ
理
事
三
名
ノ
請
求
ア
ル
時

ハ
十
五
日
ヲ
下

 
ラ
サ
ル
電
報
予
告
又

ハ
ニ
ケ
月

ヲ
下
ラ
サ
ル
郵
便
予
告
ヲ
与

ヘ
テ
臨
時
会
合

 
ヲ
招
集
ス

 
 

（第
四
項
省
略
）

五
、
中
央
理
事
会
ノ
定
足
数

ハ
四
人

ヲ
下

ル
コ
ト
ヲ
得

ス
右
定
足
数

ハ
英
連
邦

 
国

・
支
那

・
日
本
及
ヒ
北
米
合
衆

国
ノ
理
事

・
代
理
理
事
又

ハ
代
員
ヲ
含
ム

 

コ
ト
ヲ
要
ス

六
、
本
規
約

ニ
別
段
ノ
定
メ
ナ
キ
ト
キ

ハ
中
央
理
事
会

ノ
行
動

ハ
出
席
理
事

ノ

 
過
半
数
ノ
表
決

ニ
ヨ
リ
之
ヲ
決

ス

 
 

（第
七
項
省
略
）

 
第
五
条
 
事
 
務
 
局

事
務
局

ハ
中
央
理
事
会
ノ
機
関

ニ
シ
テ
本
会
事
業

ノ
遂
行

ヲ
目
的
ト
ス
事
務
局

ハ
事
務
局
長
之
ヲ
統
轄

シ
事
務
局
長

ハ
事
務
局

ノ
活
動

ニ
就
キ
中
央
理
事
会

ニ

対
シ
其
責
ヲ
負
フ
事
務
局
長

ハ
理
事
会

ノ
諸
方
針
及

ヒ
諸
規
則

ニ
従

フ
本
会
諸

活
動
ノ
統
轄
監
督
又

ハ
遂
行

二
妥
当

ナ
ル
役
員

ノ
補
助

ヲ
受

ク

 
第
六
条
 
評
議
員
会

中
央
理
事
会

ハ
評
議
員
会

ヲ
任
命

ス
事
務
局
長

ハ
其
職
務

ノ
執
行

ニ
就
キ
評
議

員
会
ノ
意
見
ヲ
徴

シ
其
補
助

ヲ
求

ム
ル
コ
ト
ヲ
得
理
事
会

ハ
評
議
員
会

ニ
適
当

ト
思
惟
ス
ル
権
限
ヲ
委
任

ス
ル
コ
ト
ヲ
得

右
評
議
員
会

ヲ
構
成
ス
ル
者

ハ
成

ル
ヘ
ク
中
央
理
事
会

ニ
理
事
ヲ
有

ス
ル
諸
国

ヲ
代
表
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
但

シ
少
ク
モ
三
人

ノ
評
議
員

ハ
評
議
員
会

ノ
定
時
会

合

ニ
出
席
シ
且
本
会

ノ
事
務

ノ
情
況

ヲ
知
悉

シ
得

ル
ニ
充
分
ナ
ル
事
務
局
近
接

ノ
地

ニ
居
住
ス
ル
コ
ト
ヲ
要

ス
評
議
員
会

ハ
少

ク
モ
六
ケ
月

ニ
一
回
又
理
事
長

ノ
請
求
ア
ル
ト
キ

ハ
何
時

ニ
テ
モ
本
会

ノ
事
務
執
行
及

ヒ
諸
活
動

ニ
関

シ
中
央

理
事
会
議
長

ニ
報
告
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ヲ
要
ス

 
第
七
条
 
会
 
 
議

一
、
本
会
ノ
会
議

ハ
一
定
ノ
期
間
ヲ
隔
テ
中
央
理
事
会
之
ヲ
招
集

ス
但

シ
理
事

 
会
ノ
意
見

ニ
ヨ
リ
随
時
招
集

ノ
時
期

ヲ
変
更

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
定
時
会
議

ノ
外

 
理
事
会

ハ
臨
時
会
議
ヲ
招
集

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
会
議

ノ
場
所

ハ
理
事
会
之

ヲ
定

 

ム
二
、
会
議
ノ
準
備

ハ
日
程
其
他
ノ
準
備
委
員
会
及
ヒ
会
議

ノ
開
カ
ル
ル
地
域
内

 

ニ
於

ル
国
内
理
事
会
ト
協
力
シ
テ
事
務
局
長
之
ヲ
行
フ

三
、
定
時
会
議
ノ
出
席
員

ハ
第
三
条
ノ
三
項
ノ
場
合
ヲ
除
キ
国
内
理
事
会
及

ヒ

 
独
立
ノ
地
方
的
団
体
之
ヲ
任
命
ス
出
席
員
数

ノ
割
当

ハ
中
央
理
事
会
之

ヲ
定

 

ム

 
第
八
条

財
 

 
務



 
 

一
、
本
会

ノ
費
用

ハ
国
際
予
算

ニ
依
テ
之
ヲ
支
出
ス
国
際
予
算

ニ
対
ス
ル
出
資

 
 
 

ハ
総
テ
ノ
国
内
理
事
会
及
ヒ
其
他
ノ
方
面

ヨ
リ
之
ヲ
求
ム
但
シ
右
出
資

ハ
本

 
 
 
会

ノ
国
際
的
管
理
ヲ
成

ル
ヘ
ク
完
全

ニ
保
全
ス
ル
方
法
及
ヒ
程
度

ニ
於
テ
為

 
 
 
サ
ル
ル
コ
ト
ヲ
要

ス

 
 
 
 

（第
二
項
省
略
）

 
 
三
、
本
会

ノ
財
算

ハ
中
央
理
事
会

ニ
帰
属
シ
其
資
金
ノ
管
理
支
出
及
ヒ
其
計
算

 
 
 

ハ
理
事
会
之
ヲ
統
轄

ス

 
 
 
 

（第
四
項
省
略
）

 
 
 
第
九
条
 
付
則
及
ビ
細
則

 
 
中
央
理
事
会

ハ
本
規
約

ノ
規
定

ニ
抵
触

セ
サ
ル
限
リ
理
事
会
ノ
事
務
及
ヒ
本
会

 
 
ノ
事
務
ノ
執
行

ニ
就
キ
付
則
及
ヒ
細
則

ヲ
設
ク
ル
権
限
有

ス

 
 
 
 

（第
十
条
省
略
）

 
 
 
第
十

一
条
 
批
 
 
准

 
 
本
規
約

ハ
各
国
理
事
会
之
ヲ
批
准
シ
タ

ル
ト
キ
ヨ
リ
効
力
ヲ
生

ス
但
シ
国
内
理

 
 
事
会
中
之
ヲ
批
准
セ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
モ
他

ノ
規
約
当
事
者
間

ニ
於

ル
効
力
ヲ
妨

 
 
ケ
ス
本
規
約
ノ
批
准
ス
ル
各
国
内
理
事
会

ノ
表
決

ハ
右
国
内
理
事
会
ノ
権
限
ア

 
 

ル
役
員
之
ヲ
認
証
シ
テ
事
務
局

ニ
登
録

ス
ヘ
シ

 
か
く
て
、
中
央
理
事
会
、
事
務
局
、
評
議
員
会
の
三
大
機
関
か
ら
な
る
中
央
組
織
、

 
 

（8
）

各
国
支
部
が
組
織
さ
れ
、
規
約
も
整
備
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
I
P
R
は
太
平
洋

地
域
に
重
大
な
利
害
関
心
を
持
つ
諸
国
の
民
間
人
の
手
に
よ
る
恒
久
的
調
査
研
究
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（9
）

し
て
討
議
機
関
と
し
て
の
要
件
を
充
足
し
、 
「友
誼
の
冒
険
」
を
開
始
す
る
こ
と
に

な

っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
） 

沢
柳
、
前
掲
書
、
四
〇

1
四
三
頁
。

（
2
）
 
ホ
ノ

ル
ル
Y
M
C
A
会
長

の
デ
イ
ヴ

ィ
ス
が
、

ハ
ワ
イ
会
議
終
了

後

、
名

国

支

部

 

（
N
a
tio
n
a
l
C
o
u
n
c
il）

の
設
立
を
協
議
す

る
た

め
に
日
本
、
中
国
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ァ
、

 

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
カ
ナ
ダ
、

ア
メ
リ
カ
を
歴
訪
し
た
。
原
覚
天

「
太
平
洋

問
題
調
査

 
会
の
ア
ジ
ア
研
究
と
日
本
（
1
）
」
（
『
ア
ジ

ア
経
済
』

一
九
七
八
年
四
月
号
、
第

一
九
巻
四
号

、

 
七

一
頁
）
参
照
。

（
3
） 
斎
藤
惣

一

「
中
央
理
事
会

（P
A
C
I
F
IC

C
O
iJ
IV
C
I
L
）
及
び
そ

の
事
務
局
」
（
井
上

 
準
之
助
編

『
太
平
洋

問
題
』
日
本
評
論
社
、

一
九
二
七
年
、

一
二
頁
）
参
照
。

（
4
） 
同
右
書
、

一
二
―

一
三
頁
参
照
。

（
5
） 
同
右
書
、

一
四
―

一
五
頁
参
照
。

（
6
）
 
な

お
、
I
P
R
の
会
員

の
単
位

は
、
原
則
的
に
は
国
家

単

位

（
N
a
tio
n
a
l
U
n
it）

 
で
あ

る
が
、

カ
ナ
ダ
、

ニ
ュ
ー
ジ

ー
ラ

ン
ド
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
自
治

国
家
と
し
て
会

員

と
な
り
得

る

一
団
体

と
認

め
ら
れ
た
。

イ
ギ
リ
ス
に

つ
い
て
は
、
I
P
R
と
同
様

の
目

 
的
を
有
す

る
団
体
が
存
在
す

る
場
合
、
本
会

の
た
め
に
さ
ら

に
別

の

「
国
内
理
事
会
」
を

組
織
す

る
必
要
が
な
い
と
の
見
地
か
ら
、

王
立
外
交

調
査
会
を
国
内
理
事
会
と
同

一
に
扱

 
う
こ
と
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
結
果
、
前
イ

ン
ド
立
法
議
会
議
長

ホ
ワ
イ
ト

（
F
r
e
-

 
d
e
r
ick
W
h
ite
）
が
イ
ギ
リ
ス
代
表

と
し

て
I
P
R
に
参
加
す

る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の

 
件
に

つ
い
て
は
、
井

上
、
前
掲
書
、
五
八
―

五
九
頁
お
よ
び
原
、
前
掲
書
、
七

一
―
七
二

 
頁
参
照
の
こ
と
。

（
7
）
 
高

柳
賢
三

「
（
2
）
『
太
平
洋
問
題
調
査
会
』

の
規
約
、
及
び
会

の
活
動

方
針
」

（井
上
、

 
前
掲
書
、
六

一
―
六
八
頁
）

（
8
）
 
規
約
第

三
条
第
三
項
に
よ

っ
て
、

一
九

二
五
年

の
第

一
回

ハ
ワ
イ
会
議

に
代
表
団
を

 
派
遣
し
た
朝
鮮

と
フ
ィ
リ
ピ

ン
は
、

一
九
二
七
年

の
第
二
回

ハ
ワ
イ
会
議
以
降
、
独
立
し

 
た
団
体
と
し
て
会
議

に
代
表

団
を
送
る
こ
と
が

で
き
な
く

な

っ
た
。
こ
の
規
約
が
制
定
さ

 
れ
た
背
景
に
は
、
日
本
側
の
強

い
要
請
が
あ

っ
た
と

い
わ
れ
る
が
、
独
立
を
求

め
る

フ
ィ

 

リ
ピ

ン
を
か
か
え

て
い
た

ア
メ
リ
カ
も
こ
れ

に
同
意

し
た
こ
と

に
よ
る
。
原
、
前
掲
書
、

 
七

二
頁
参
照
の
こ
と
。

（
9
）

S
a
n
F
r
a
n
c
isc
o
B
u
s
in
e
ss
,
A
u
g
u
st
12
,
19
2
5
.

 
結
 
論

 
以
上
、
I
P
R
の
成
立
経
緯
、
目
的
、
組
織
を
中
心
に
考
察
し
て
き
た
が
、
そ
れ

ら
を
こ
こ
で
整
理
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
I
P
R
の
初
期
の
基
本
像
を
把
握
し
、
む
す

び
と
し
た
い
。

 
こ
れ
ま
で
み
た
よ
う
に
、
I
P
R
は
、

一
九

一
九
年
に
ア
メ
リ
カ
の
Y
M
C
A
事

務
局
が
太
平
洋
地
域
の
Y
M
C
A
の
指
導
的
地
位
に
あ
る
人
々
を
招
集
し
、
キ
リ
ス

ト
の
精
神
の
普
及
を
は
じ
め
と
す
る
共
通
の
諸
問
題
を
討
議
す
る
会
議

の
開
催
を
提



案
し
た
こ
と
を
発
端
と
し
て
設
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。

 
こ
の
案
は
、
そ
の
後
の
計
画
準
備
過
程
に
お
い
て
漸
次
変
化
し
た
。
そ
れ
を
も
た

ら
し
た
直
接
の
要
因
は
、

ハ
ワ
イ
を
中
心
と
し
て
進
め
ら
れ
た
計
画
準
備
作
業

に
学

者
、
実
業
家
、
宗
教
家
、
教
育
者
を
は
じ
め
幅
広
い
分
野
か
ら
国
際
主
義
的
な
有
識

者
の
参
画
し
た
こ
と
が
大
き
い
。
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
大
き
な
要
因
は
、

一
九
二

一

年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
以
後

の
太
平
洋
を
と
り
ま
く
情
勢
の
深
刻
化
―
東
西
間
の
軋

轢
の
高
ま
り
―
に
あ

っ
た
。
そ
れ
が
有
識
者

に
東
西
間
の
理
解
不
足
、
相
手
に
対
す

る
知
識
の
欠
如
を
認
識
さ
せ
、
そ
う
し
た
状
況

へ
の
対
応
の
必
要
性
を
自
覚
さ
せ
た

こ
と
に
あ

っ
た
。
そ
し
て
最
後
的
に
は
、
Y
M
C
A
の
指
導
者
も
そ
れ
を
認
め
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 
こ
う
し
て
、

一
九
二
五
年
七
月

一
日
か
ら
二
週
間
に
わ
た
っ
て
ホ
ノ
ル
ル
に
会
議

が
開
催
さ
れ
、
そ
の
際
の
決
議
に
よ

っ
て
、
I
P
R
を
永
続
的
機
関
と
す
る
こ
と
が

決
定
を
み
た
。
こ
の
決
定
に
基
づ
い
て
、
中
央
組
織
と
各
国
支
部
の
設
立
、
規
約
の

制
定
な
ど
の
作
業
が
な
さ
れ
た
が
、
I
P
R
の
目
的
の
性
格
を
形
成
す
る
上
で
大
き

な
意
義
を
持

っ
た
の
は
、
右
の
太
平
洋

の
情
勢
の
深
刻
化
に
加
え
て
科
学
思
想
の
普

及
と
第

一
次
世
界
大
戦
の
与
え
た
教
訓
そ
れ
に
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
の
風
潮
で
あ

っ
た
。

 
そ
れ
ら
の
影
響
を
受
け
て
、
太
平
洋
地
域

に
利
害
関
心
を
有
す
る
諸
国
の
相
互
関

係
の
改
善
を
目
的
と
し
、
諸
国
民
間
に
存
在
す
る
現
実
の
問
題
を
各
国
支
部
に
お
い

て
常
時
科
学
的
に
調
査
研
究
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
成
果
を
持
ち
寄

っ
て
、
自
由

潤
達
な
意
見
の
交
換
と
比
較
国
際
研
究
を
行

い
、
問
題
の
本
質
を
見
極
め
ん
と
し
、

合
わ
せ
て
友
誼
を
深
め
る
た
め
に
、
お
よ
そ
隔
年
毎
に
国
際
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
、

そ
し
て
、
世
論
の
啓
蒙
に
努
め
る
こ
と
、
以
上
を
目
的
と
す
る
民
間
の
I
P
R
が
設

立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
I
P
R
が
取
扱
う
問
題
は
、
政
治
、
法
律
、
外
交
、

経
済
、
教
育
、
宗
教
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
る
こ
と
に
な

っ
た
。

 
I
P
R
の
規
約
の
基
本
は
、
既
に
掲
げ
た
基
本
規
約
第

一
条
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
科
学
的
調
査
研
究
を
行
い
、
太
平
洋
の
諸
問
題
に
関
す
る
事
実
関
係
を
把

握
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
特
色
と
し
て
は
、
各
国
に
支
部
―
各
国
の
調
査
会
―
を

設
け
、
常
時
研
究
を
行
い
、
お
よ
そ
隔
年
に

一
度
国
際
会
議

（大
会
）
を
開
催
し
、

そ
の
時
々
の
重
要
事
項
を
友
誼
の
精
神
に
基
づ
い
て
腹
蔵
な
く
論
議
を
尽
く
そ
う
と

す
る
こ
と
、
I
P
R
は
民
間
の
調
査
機
関
で
あ
り
、
各
々
の
国
家
を
代
表
す
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
、
従

っ
て
、
会
員
は
あ
く
ま
で
も
個
人
の
資
格
で
参
加
し
、
討
議
の

場
で
は
個
人
の
所
信
を
忌
憚
な
く
述
べ
る
こ
と
、
会
員
は
、
学
者
、
法
律
家
、
宗
教

家
、
実
業
家
、
教
育
家
、
労
働
運
動
家
、

マ
ス
コ
ミ
関
係
者
な
ど
幅
広
い
こ
と
、
国

際
会
議
に
お
い
て
は
、
I
P
R
と
し
て
の
決
議
の
よ
う
な
も
の
を

一
切
行
わ
な
い
こ

と
、
ま
た
各
国
の
政
府
に
対
し
て
提
言
し
た
り
、
世
論
の
啓
蒙
に
尽
力
す
る
こ
と
は

奨
励
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
国
際
会
議
が
終
了
し
帰
国
し
た
後
、

会
員
が
個
人
の
資
格
で
行
う
べ
き
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

 
I
P
R
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
太
平
洋
に
臨
接
す
る
か
同
地
域
に
格

別
の
利
害
関
心
を
有
す
る
国
家
も
し
く
は
自
治
領
内
に

一
つ
の
支
部
を
設
置
し
、
そ

れ
ら
の
諸
国
の
理
事
会
が
I
P
R
の
会
員
を
形
成
し
た
。
同
時
に
、
I
P
R
の
事
業

遂
行
の
た
め
に
、
ホ
ノ
ル
ル
に
三
大
機
関
と
し
て
中
央
理
事
会
、
事
務
局
、
評
議
員

会
が
設
置
さ
れ
、
I
P
R
の
運
営
に
あ
た

っ
た
。

 
国
際
会
議
は
原
則
上
隔
年
に
開
催
さ
れ
、
開
催
地
に
つ
い
て
は
中
央
理
事
会
が
こ

れ
を
決
定
し
た
。

 
会
計
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
理
事
会
が
寄
付
等
の
出
資
を
求
め
て
財
政
運
営
に
あ

た
り
、
中
央
の
国
際
予
算
に
分
担
金
を
出
資
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。

 
以
上
で
、
I
P
R
の
基
本
像
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
が
、
I
P
R
設
立

当
時
に
、

一
体
ど
れ
だ
け
の
者
が
そ
の
後

一
九
六

一
年
ま
で
の
長
き
に
わ
た

っ
て
活

動
を
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
と
予
想
し
て
い
た
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。

 
民
間
機
関
で
あ
る
だ
け
に
活
動
を
継
続
す
る
た
め
に
は
資
金
の
調
達
を
行
わ
ね
ば

な
ら
ず
、
ま
た
と
り
わ
け
満
州
事
変
か
ら
太
平
洋
戦
争
に
い
た
る

一
九
三
〇
年
代
か

ら
四
〇
年
に
か
け
て
の
I
P
R
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
の
深
刻
化
や
戦
後

の
マ
ッ
カ

ー
シ
ズ

ム
の
洗
礼
な
ど
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
I
P
R
の
歩
ん
だ
軌
跡
は
、
決
し

て
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

 
国
際
情
勢
の
深
刻
化
は
、
I
P
R
の
国
際
会
議
に
お
け
る
討
議
に
も
反
映
さ
れ
、

I
P
R
の

”
政
治
化
”
傾
向
の
顕
在
化
を
も
た
ら
し
た
。
例
え
ば
、

一
九
三
六
年
八

月
の
ヨ
セ
ミ
テ
に
お
け
る
国
際
会
議
の
際
に
、
I
P
R
が
本
来
目
的
と
し
た
実
証
的

調
査
研
究
と
友
誼
と
に
裏
付
け
ら
れ
た
討
議
が
な
さ
れ
ず
、
各
々
の
会
員
の
属
す
る



国
家
の
見
解
を
反
映
し
た
形

で
満
州
事
変
以
降
の
日
本
の
大
陸
政
策

へ
の
批
難
攻
撃

が
な
さ
れ
た
。
那
須
皓

の
言
に
よ
れ
ば
、 

「
歪
曲
せ
る
レ
ン
ズ
」
で
眺
め
ら
れ
た
当

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（2
）

時
の
日
本
は

「
火
の
瀑
布

の
下
」
に
立
た
さ
れ
た
の
と
同
然
の
状
況
に
置
か
れ
、
逆

に
日
本
側
も
自
国
の
政
策
を
擁
護
す
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

 
こ
う
し
た
状
況
は
、
I
P
R
の
本
来
の
目
的
と
現
実

の
姿
と
の
間
に
乖
離
の
生
じ

た
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
I
P
R
が
活
動
を
継
続
し
得
た
の

は
、
科
学
的
調
査
研
究
を
行
い
、
そ
れ
を
通
じ
て
友
誼
と
相
互
理
解
を
深
め
る
と
い

う
、
あ
る
意
味
で
は
極
め
て
素
朴
と
も
い
え
る
目
的
と
、
そ
れ
を
維
持
せ
ん
と
し
た

自
由
主
義
的
国
際
主
義
者
の
努
力
と
友
誼
の
精
神

の
所
産
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
1
） 
那
須
皓

「
火

の
瀑
布

の
下
に
」
 
（
日
本
国
際
協
会
太
平
洋
問
題
調
査
部
編

『
太
平
洋

 
問
題
』
日
本
国
際
協
会
、

一
九
三

七
年
、

一
八

一
頁
）
。

（
2
） 

同
右
書
、

一
七
八
頁
。



    Beginning of "An Adventure in Friendliness" 

Establishment of the Institute of Pacific Relations in 1925

Nobuo Katagiri

Summary

 The Institute of Pacific Relations (IPR) originated from the YMCA movement was 

established in July, 1925 in Honolulu, Hawaii. This period suffered from bitter and growing 

frictions between Asia and the West. They were caused not only by incompatible political 

and economic interests, but also by racial antagonisms and cultural conflicts. For instance, 

the United States Congress had passed the Oriental Exclusion Act in 1924, which wounded 

Asian sensibilities and aroused  anti-  American feelings especially in Japan. The Chinese 

Nationalist revolution led by SunYat-sen was powerfully growing and anti-foreignism directed 

against the Western Powers was widespread in China. 

 Aware of the gulf between Asia and the West and eager to throw a bridge across it, a 

group of men and women devised the idea of holding a non-official conference of leaders 

personally based from Pacific countries to discuss the problems of mutual concern. 

 The first IPR conference was held in Honolulu in July, 1925. Its 150 members came from 

Hawaii and the American mainland, Japan, China, Korea, the Philippines, Canada, Australia 

and New Zealand. They presented each diverse background and attitude. But they had a 

common belief that if they could get together for friendly, frank discussion of the problems 

in the Pacific, these problems might prove to be less difficult than they seemed. Afterwards 

IPR continued its activites  untill 1961 under drastically changed international environments. 

 This paper focuses on the process of the establishment of the IPR and its objectives and 

organization. Through this work, the author attempts to describe the fundamental figure 

of the IPR.


